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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

北海道教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や経験を用いて児童生徒が置かれた

様々な環境へ働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用したりして、問題を抱える児童生徒

への支援を行うスクールソーシャルワーカー（以下ＳＳＷ）を配置し、教育相談体制を整備する。 

（２）配置計画上の工夫 

２５市町村に３年を目安に委託し、３年経過後には市町村が独自に取り組むことができるように

するとともに、新たな市町村に委託を行い、全道的な拡充に努める。 

（３）配置人数・資格・勤務形態  

・北海道の広域性を踏まえ、スーパーバイザー（以下ＳＶ）を１名、エリアスーパーバイザー（以下Ａ

ＳＶ）を７名配置し、市町村教育委員会、ＳＳＷ、道立学校からの相談を受け、必要に応じて支援を

行う。 

・２５市町村にＳＳＷを４０名配置。ＳＳＷの資格は、社会福祉士５名、精神福祉士４名、その他

社会福祉に関する資格所有者３名、教員免許状所有者２６名、心理に関する資格所有者６名、そ

の他ＳＳＷの職務に関する技能の資格所有者１名（資格が重複している者９名）、資格を有して

いない者４名である。 

・ＳＳＷの勤務形態は、原則として勤務日数、勤務時間等については、地域や学校の実情に応じて

柔軟に設定することとしており、年間で平均１２３日程度の勤務が行われている。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

 活動方針等に関する指針の策定に当たっては、ＳＳＷの活用のねらい、職務内容、教育相談、Ｓ

ＳＷ活用に当たっての留意点等を掲載した各市町村作成のリーフレットやＳＳＷの効果的な活用を

解説したＳＳＷだよりなどにより広く周知している。 

（１）研修対象 

・全道連絡協議会…ＳＳＷ、市町村教育委員会担当者、指導主事、ＳＶ、ＡＳＶ 

・地域別研修会…ＳＳＷ、ＳＣ、教員、市町村教育委員会担当者、指導主事、ＳＶまたはＡＳＶ 

（２）研修回数（頻度） 

・全道連絡協議会…２回（札幌市） 

・地域別研修会…７回（岩見沢市、旭川市、北斗市、釧路市、札幌市、室蘭市、網走市） 

（３）研修内容 

・全道連絡協議会…情報交換や研究協議により、問題を抱える児童生徒の置かれた様々な環境へ働き

掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、問題を抱える児童生徒に支援を行うスク

ールソーシャルワークの活用方法等の適切かつ効果的な実施及び成果の普及に役立てる。 

・地域別研修会…関係者等により問題を抱える児童生徒が置かれた様々な環境へ働き掛けたり、関係

機関等とのネットワークを活用したりして、問題を抱える児童生徒に支援を行うスクールソーシャル

ワークの効果的な実施に向け具体的事例に基づく研究協議を行い、適切かつ効果的な実施に資する。 

（４）特に効果のあった研修内容 

   地域別研修会において、ＳＶやＡＳＶの他、ＳＣや教員等が加わり、ＳＳＷの持参資料に基づく発

表及び発表内容に対する質疑応答と事例を基にしたＳＳＷの対応に係る研究協議を通して、具体的・

実践的なスクールソーシャルワークの在り方を確認することができた。 

（５）課題 

・北海道の広域に配置されているＳＳＷに対する計画的、継続的な研修機会を確保し、ＳＳＷの専門

性の一層の向上を図る必要がある。 

・市町村独自で実施している市町村のＳＳＷ、ＳＳＷの未配置の市町村教育委員会担当者に対する研

修機会を提供し、ＳＳＷのネットワーク形成と拡大に努める必要がある。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

【不登校児童生徒のうち、登校できるようになった児童生徒の割合】 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

 ・当該生徒(中２)は、小学生の頃、入浴が嫌いだったため、友人から「汚い」「臭い」などと言われる

ことがあった。中学校に進学してから、入浴して清潔にするようにしていたが、友人から「汚い」「臭

い」という目で見られていると感じ、学級担任に相談していたが解決しなかった。学校に信頼できる

人間は誰もいないと思うようになり、２年生の５月から登校することができなくなった。 

 ・ケース会議において、不登校による生活の乱れや学習の遅れを防ぐためと、小学生の頃の様子を知ら

ない学校に転校して登校することができるよう、適応指導教室に通級させ、学習に取り組む姿勢を持

続させること、母親が勤めていた仕事を辞め、当該生徒の生活に向き合う姿勢を維持させることを確

認した。 

 ・ＳＳＷは、保護者との面談や当該生徒との相談を継続して実施した。適応指導教室の指導員と相談し、

早い時期の学校復帰を目指して、学習の遅れを回復するため、教科の基礎・基本となる学習に取り組

ませた。 

 ・当該生徒は、適応指導教室において、早期の学校復帰を目標に学習に意欲的に取り組むようになり、

２年生の７月に転校し、以後登校を続けることができた。母親が当該生徒の生活や学習に関心をもつ

ようになり、母親と相談して学習塾に通うようになった。 

（２）その他の活用事例（③児童虐待） 

 ・当該児童生徒(高２、中１、小４)は、母親が自宅とは別に家を借り、内縁の夫との間の子の妊娠・出

産により自宅に帰らないため洗濯や入浴ができず、汚れた服を何日も続けて着ている状況が続いた。 

 ・ケース会議において、ネグレクトの疑いについて、当該児童生徒の通学する学校の教員、保健福祉課

担当者、児童相談所職員、子ども支援センター職員等で確認し、保護者、兄弟を含む家庭全体への支

援について、プランニングを行い、関係機関の役割を明確にして継続的な支援を行うことを確認した。 

 ・ＳＳＷは、児童相談所や保健福祉課等の関係機関との情報交換に努めながら、当該児童生徒の様子や

状況を把握・確認しながら、状況に応じた支援を行った。 

 ・当該児童生徒の長男(高２)は高校を中退し、三男(小４)とともに自宅で生活するに至り、次男(中１)

は児童相談所が一時保護した。母親が出産により夜間の仕事を辞めたため、母親の長男・三男との関

わり方を見守りながら、関係機関が連携して状況を把握・確認し、変化に応じた適切な対応を進めた。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

                                

  

 

 

（２）今後の課題 

・道内１７９市町村のうち、ＳＳＷを配置している市町村は独自での実施を含め３０市町村にとどまっ

ており、ＳＳＷ未配置の市町村に対する普及啓発に努め、ＳＳＷの配置拡大を図る必要がある。 

・ＳＳＷの資格を有する人材が不足しており、ＳＳＷを養成する大学との連携を図るとともに、現在任

用されているＳＳＷに対する具体的、実践的な研修機会を確保し、専門性の向上を図る必要がある。 

小学校 中学校 

・左のグラフのように、ＳＳＷを

配置している市町村において

は、不登校児童生徒のうち、登

校できるようになった児童生徒

の割合が上昇する傾向にある。 

・また、登校できるまでには至ら

ないが、ＳＳＷが児童生徒の置

かれている環境に働き掛け、学

校と家庭、関係機関が連携協力

して、児童生徒が抱える問題の

解決に向けた取組が確実に進め

られ、好ましい変化が表れてい

る事例も数多く見られている。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

秋田県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

・不登校や問題行動等の解消 

（２）配置計画上の工夫 

・総合教育センター、北教育事務所、中央教育事務所、南教育事務所、計４か所に配置。 

・教育事務所に配置することにより臨床心理士と連携した対応が可能。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

＜配置人数＞ 総合教育センター、３教育事務所、計４名 

＜主な資格＞ 退職教員（校長経験者４名） 

＜勤務形態＞ １日６時間×８４日×４か所 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・事業の趣旨、スクールソーシャルワーカーの役割、スクールソーシャルワーカーの活動例などを記載

している。 

・各教育事務所が各市町村教育委員会を通じて、各小中学校に周知している。 

（１）研修対象 

・ＳＳＷ、生徒指導担当指導主事（県教委・地教委）、小中学校生徒指導主事、警察等の関係機関など 

（２）研修回数（頻度） 

・年６回 

（３）研修内容 

・ＳＳＷの任務のあり方について 

・教育相談体制の充実に向けて 

・相談事例に関わる協議と医師からの助言 

・ＳＳＷの任務における成果と課題 

（４）特に効果のあった研修内容 

・適応指導教室と学校の連携についての研修 

・病理的な症状の理解と対応について 

（５）課題 

・スクールソーシャルワーカー相互の情報連携の機会を今後増やしていくことが必要である。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

・小学校４年生男子の４人グループによるいじめや授業妨害、暴言、暴力等の事案。 

・スクールソーシャルワーカーが学校訪問による実態把握を行い、職員研修会で対応についての助言を

した。 

・スクールソーシャルワーカーが事案の解決に向けて、学校に関係機関との連携を働きかけ、ケース会

議の開催に結び付けた。 

・いじめ問題は解消したものの、児童の暴言等の問題があり、スクールソーシャルワーカーが継続して

学校訪問やケース会議に出席し学校支援に努め、広域カウンセラーによる児童や保護者のカウンセリ

ング、市の家庭教育相談員による保護者面談、児童相談所児童心理司による心理判定、特別支援教育

担当指導主事による知能検査や学校支援などの対応等、関係機関との連携をコーディネートした。 

（２）その他の活用事例（①不登校） 

・小学校５年生時の冬休み明け「病気」を理由に欠席、以後不登校が常態化し現在に至る。 

・母親への暴言や対人恐怖、被害妄想的言動、不眠等の神経症状等が見られた。  

・スクールソーシャルワーカーは市教委、学校からの要請を受け母親と面談した。その結果、本人の生

育過程において、母親のネグレクトや父親の溺愛、両親の不和等の問題があり、そのため家庭内にお

ける本人の居場所がなく自尊感情が著しく低下していることが分かった。 

・スクールソーシャルワーカーは学校との協議で、母親と本人の関係改善をはかることを基本に再登校

につなげることを確認し、異なる立場の関係者の専門性を生かしながら協働で事態の好転を図った。 

・学校（本人への働きかけ）、スクールカウンセラー（本人、母親支援）、児童相談所（緊急時対応）、

市教育委員会（学校との連携・指導）、スクールソーシャルワーカー（関係者調整、母親面談、セン

ターケース検討会の反映）が連携して対応した。 

・毎週１回の母親の相談、２回の関係者ケース会議を通し、母子関係は安定に向かい、母親同伴での保

健室登校、校長、担任との面談が可能になるなど、改善の兆しが見えてきた。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・学校等訪問により、学校と地域の教育状況を理解し、ＳＳＷの業務内容を伝えることがでた。 

・適応指導教室等との連携を強化し、毎月の通級状況や各所における対応等を把握することにより、

学校訪問による具体的な指導・助言を行うことができた。 

・家庭内の問題等による児童生徒の問題行動に対してスクールソーシャルワーカーが介入し、福祉事

務所、適応指導教室等との連携・調整役を務め、協議の場を設けるなどして解決に結び付いたケー

スが見られた。 

・各市町村教育委員会を通じて各学校にＳＳＷの業務内の周知が図られるとともに、対応を要する事

例について、当該の学校に対し、ＳＳＷの活用を促すことができた。 

（２）今後の課題 

・スクールカウンセラー等との連携した取組の促進。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

山形県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

  いじめや不登校等を課題とする小学校へスクールソーシャルワーカー（以下ＳＳＷ）を派遣し、

児童の状況や学校・地域の実情を踏まえた支援を行うことができるようにする。 

（２）配置計画上の工夫 

県内４教育事務所管内ごとに、各市町村教育委員会からの情報を集約し、課題を抱えている優先

順位の高い小学校に支援員を派遣する。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

①配置人数：小学校２０校 

②主な資格：教員資格、精神保健福祉士資格、介護福祉士資格、看護士資格 

③勤務形態：週２日×１日６時間×年間２９週 

または、週３日×１日４時間、週４日×１日３時間（年間３４８時間以内） 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

①全県市町村教育委員会指導主事会議において、ＳＳＷ事業の趣旨及び活動方針について周知し、

連携・協力体制の構築を図る。 

②県内４教育事務所ごとに、小中学校長会議を開催し、ＳＳＷ事業の趣旨及び活動方針について周

知し、効果的な活用及び改善に向けた方策等について情報交換を行っている。 

③ＳＳＷの効果的な活用事例を教育事務所を通じて各市町村教育委員会及び学校に周知している。 

（１）研修対象 

  県全体での研修会、教育事務所ごとの研修会を開催し、支援・相談に係る資質・能力の向上や、

関係機関とのネットワーク構築力の向上、ＳＳＷ相互の情報共有等を図っている。 

（２）研修回数（頻度） 

  県全体での研修会を年２回、教育事務所ごとの研修会を年２回開催している。 

（３）研修内容 

  県単独で実施している教育相談員（中学校４０校配置）と合同の研修会を開催し、各地域におけ

る小中間の情報共有や連携強化を図っている。 

 ①第１回全県教育相談員・ＳＳＷ研修会「ＳＳＷの役割」（講師：福島大学教授）講義・演習 

 ②第２回全県教育相談員・ＳＳＷ研修会「学校・家庭・地域をつなぐＳＳＷ」実践発表・情報交換 

 ③各教育事務所主催による「いじめ・不登校の未然防止と早期・適切な対応について」講義・演習 

（４）特に効果のあった研修内容 

  本県ＳＳＷとして豊かな経験と実績をもっている方より、個別支援及び関係諸機関との連携によ

る支援方法等について、具体的事例を基にした実践発表を行っていただき、今後のＳＳＷ事業の方

向性について協議・情報共有を行うことができた。 

（５）課題 

  本県では配置校型の事業形態をとっており、ＳＳＷは学校教員経験者が多く、一人一人の児童や

保護者の思いや特性に応じた支援に長じている強みがある反面、関係諸機関との連携による支援を

行う能力を向上させていく研修を重ねる必要がある。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

①Ａ児を中心として、他の児童を仲間はずれにするなどの言動が見られ、ＳＳＷを中心として、休

み時間も含めたＡ児の観察を行った。その記録をもとにして、校内でのケース会議を行った。そ

の中で、Ａ児の言動には、強い欲求不満・疎外感が感じられ、それをどのように充足していくか

を保護者の養育環境への支援も含めて早急に進めていく必要があることが確認された。 

②Ａ児の保護者にはネグレクト傾向が見られ、市の子ども支援センターと連携したケース会議を実

施した。そこでＡ児については、担任とＳＳＷが協力して個別の支援（学習支援及び教育相談）

を行い、市の子ども支援センターとの連携については、教頭が窓口となり、保護者への支援（相

談・助言）を継続的に実施した。 

③Ａ児と保護者への支援と並行して、学級の人間関係の改善（仲間はずれにされることは誰にとっ

てもつらく悲しいこと、つらく悲しい思いをしている人が一人でもいれば学校全体で守ること、

全員が安心して楽しく生活できる学級・学校を、先生も子どもたちも力を合わせてつくっていく

こと）をめざしていくことを確認し、学級通信や保護者懇談会でも継続的に伝えた。 

④Ａ児の成長と学級の人間関係が改善していることを、担任及びＳＳＷが保護者に伝え、今後も学

校・家庭・支援センターが協力して、Ａ児の望ましい成長を支え導いていくことを確認した。 

（２）その他の活用事例（不登校児童への支援） 

①Ｂ児は体調不良を訴え不登校傾向が見られるようになった。Ｂ児の体調を最優先とし自らの意志

による登校を待つ姿勢で対応してきたが改善が見られず、Ｂ児も家庭も不安定な状況となった。 

②ＳＳＷが、Ｂ児と保護者それぞれと面談を行い、悩みやつらさを受け止めながら、今後も定期的

な面談を行うことを提案し了承を得る。 

③Ｂ児の保護者に、医療機関と連携した支援を行うことを提案し、了承を得る。 

④ＳＳＷと医療機関のＰＳＷが事前にアセスメントと情報交換を行い、通院の際にはＳＳＷが同行

する。 

⑤ＳＳＷ介入による継続的な支援及び医療機関との連携によって、Ｂ児は別室登校を基本としなが

ら、担任と一日の授業を確認しながら、自らの意志・決定で授業参加ができるようになった。 

⑥現在は、完全登校で通院も終了。家庭でも安定した生活を送っている。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

ＳＳＷと学校が支援を行い、改善が見られた事例の割合は、以下の通りである。 

①いじめ・暴力行為・その他の問題行動等について：７７．３％（Ｈ２３年度 ７５．５％） 

②不登校について（年間３０日以上の欠席児童：５６．２％、年間３０日未満の児童：８８％） 

以上の数値より、問題行動等については、児童の思いを理解し、寄り添った支援が、改善につな

がっていることがわかる。また、年間３０日未満の「初期段階」の支援がきわめて効果的だという

成果が出ている。 

（２）今後の課題 

本県が行ってきた配置校型の事業形態は、個別支援・早期対応において成果を挙げてきたが、関係諸

機関との連携・協働による支援及びスーパービジョン体制の構築という点において課題があった。そこ

で、平成２５年度より、配置校型のＳＳＷに加えて、派遣型のエリアＳＳＷを４教育事務所ごとに配置

して、各管内の関係諸機関との連携・協働及びスーパービジョン体制の強化を行う。また、エリアＳＳ

Ｗの資質・能力向上を図るために、大学等との連携を図り、研修内容をさらに充実させていく。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

茨城県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

    社会福祉等の専門性を有するスクールソーシャルワーカーを支援を必要としている小学校

及び中学校に派遣し、児童生徒が置かれた環境に働きかけたり、関係機関とのネットワークを

活用したりして、問題を抱える児童生徒の支援を行うとともに、福祉的な視点や手法を用いて

学校の問題解決能力の向上を図る。 

（２）配置計画上の工夫 

  ・市町村教育委員会からの派遣要請に応じて、小学校及び中学校に派遣 

・経験豊富なスクールソーシャルワーカーをスーパーバイザー的に派遣することで、必要に応じ

て２人で対応できる体制を整備 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

【派遣人数】：９人 

【資格】：社会福祉士６人、精神保健福祉士１人、教員免許４人、心理に関する資格２人（重複

有り） 

【勤務形態】：（派遣型）原則週１回７時間（派遣回数１２回） 

          ※実態に応じて、派遣回数を変更・延長可能 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

【主な内容】 

    スクールソーシャルワーカー活用事業の①ねらい、②派遣方式、③資格、④活動内容、⑤活

用に当たっての配慮事項、⑥活動のイメージ、⑦派遣校における一日の様子（例）を記載 

【周知方法】 

   「スクールソーシャルワーカーの効果的な活用に向けて」の資料を作成し、各市町村教育委

員会に配布するとともに、指導主事等研究協議会（年３回）等において活用を周知 

（１）研修対象 

   ・スクールソーシャルワーカー 

（２）研修回数（頻度） 

   ・年２回（７月、９月） 

（３）研修内容 

   ・各派遣校における活動状況についての情報交換及び課題について 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ・個別のケース検討、スーパーバイザー的人材の効果的な活用について 

（５）課題 

児童生徒の支援に関わる県生徒指導相談室相談担当者や各市町村教育相談担当者等を含

め、他の相談機関等との連携の充実を図ること。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

【概要】 

児童Ａ（小５女子［派遣期間］Ｈ２４．１０～Ｈ２５．１］）は小学校入学時に他市より転入。

同学年の女子に主張の強い児童Ｂがおり、児童Ａを含めて主張の弱い児童は仲間はずれになること

があった。１学期には登校しぶりがあり、母親から児童Ａに内緒で学校に相談があった。児童Ａ及

び母親への支援を検討する中で、スクールソーシャルワーカーによる支援が開始された。 

【対応と経過】 

・管理職を含めたケース会議で支援策を協議し、支援計画を立て、定期的に母親との面談を行い、

母親の心の安定を図った。  

・友人との遊びの場面の観察や交流を通して、児童Ａの心の安定を図るとともに、児童Ｂとも交流

し、Ｂ自身の心の安定を図った。 

【結果】 

児童Ａ・Ｂそれぞれの心の安定を図ったことで、児童Ａは安心して、学校生活を送れるようにな

った。また、母親の不安も解消されたことから、母親との定期面談も終了した。 

（２）その他の活用事例  

【概要】⑥家庭環境の問題、⑨発達障害、⑩その他（経済問題） 

児童Ｃ（小３女子［派遣期間Ｈ２４．７～Ｈ２５．３］）は母親が高校生の時に出産。学区外か

ら主に祖母の送迎により登校。自己主張が強いが、同学年に主張の強い児童がもう一人いるため、

いさかいが絶えない。家庭では母親は昼夜に渡って働きに出ているため、養育が十分になされてお

らず、食事をとっていなかったり、学用品が揃っていなかったりすることが多い。落ち着いた学校

生活が送れるように本人と家族への支援を開始された。 

【対応と経過】 

・管理職を含めたケース会議で、支援策を協議し、支援計画を立て、休み時間は同学年の児童も一

緒に交流し、円滑に遊べるよう支援した。 

・放課後の迎えにあわせて、保護者との面談を行った。 

・幼児期より育てにくさを抱えていたため、保護者に児童相談所や保健所にも支援を求めるように

勧めた。 

【結果】 

児童相談所の心理検査で軽度の発達障害の診断を受け、適当な支援がなされるように、学校、病

院、児童相談所、児童福祉課と情報交換・共有を勧めた結果、落ち着いて生活できるようになった。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

平成２３年度に本事業をスタートさせ、平成２４年度は２年目を迎えた。スクールソーシャル

ワーカーの派遣人数、派遣回数及び児童生徒への支援件数ともに増加している。 

【平成２３年度】 

・派遣人数：３人、派遣回数：９１回（小学校２校、中学校３校） 

・児童生徒への支援件数：１２９件［問題が解決及び好転したケースが４８件（３７．２％）］ 

・関係機関とのケース会議の開催回数（４回） 

【平成２４年度】 

・派遣人数：９人、派遣回数：１１９回（小学校６校、中学校３校） 

・児童生徒への支援件数：１３２件［対問題が解決及び好転したケースが５６件（４２．４％）］ 

・関係機関とのケース会議の開催回数（４５回） 

（２）今後の課題 

より多くの学校への派遣と継続した支援を可能にするため、平成２５年度は、１回当たりの派遣

時間を７時間から４時間に変更し、総派遣回数を１２０回から２１０回に増加した。今後、派遣回

数の増加に伴い、スクールソーシャルワーカーの人材の確保と育成が課題となる。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

栃木県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

学校の努力にもかかわらず解決が困難な問題を抱えている学校に対して、県教育委員会、専門家、

市町村教育委員会と協力して、保健福祉部局等の関係機関、地域の人材と連携を図りながら問題の

解決に向けた学校支援を行うことを目的としている。 

（２）配置計画上の工夫 

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）３名を県北、県央、県南に位置する３つの教育事務所にそ

れぞれ配置することにより、県内全域に幅広くかかわれるようにした。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・配置人数  ３名 

・資格    特になし（県福祉部局ＯＢ２名と県警察本部ＯＢ１名） 

・勤務形態  １日当たり６時間、週３日勤務 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

実施要項に、事業の目的、事業の内容、スクールソーシャルワーカーの主な業務、予算等を盛り

込み、各教育事務所、市町村教育委員会を通じて周知している。 

（１）研修対象 

 ・全スクールソーシャルワーカー、配置教育事務所指導主事 

（２）研修回数（頻度） 

 ・年３回 

（３）研修内容 

 ・事例研究会 

・市町村教育委員会、学校との連携 等 

（４）特に効果のあった研修内容 

・各学校が抱える児童･生徒指導に関する課題等への対応についての事例研究 

・保護者支援が必要とされる事例研究 

（５）課題 

 ・勤務日数の関係で、十分な研修の日数が確保できない。 

・スクールソーシャルワーカー同士の交流をさらに充実させ、それぞれが担当する事案についての共通

理解を図る必要がある。  
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例  

学校から、長欠でひきこもりがちな児童に対し、所在が確認できないので心配であるとの依頼により

家庭訪問をすることとなる。最初のうちは「関わらないでください。」と断られたが、その後何回も訪

問を続けていくうちに、何とか話をしてもらえるようになった。父の話によると、本児は学校でいじめ

を受けており、今の学校には登校したくないので、転校も考えているとのことだった。 

学校は、いじめの事実の確認をするとともに、安心して学校生活を送れるようにするという約束のも

と登校を促したり、適応指導教室を勧めたりしたが、本児が登校することはなかった。そのため、スク

ールソーシャルワーカーが市町の児童福祉関係機関、市町教委と連絡をとり、学校で何回もケース会議

等で話合いを行い、さらに家の人とも学校で話合いを行った結果、通学できるようになった。 

（２）その他の活用事例 

【事例１】③児童虐待 

・担任教師の児童に対する対応について不満があり、児童を登校させていない。また、学校と教育委員

会の対応にも納得がいかず、謝罪を促すとともに、親子心中をほのめかす発言をしていた。そこで、

設置者の要望により、ケース会議に参加した。警察の立場から介入できる方策等について助言した。 

【事例２】②暴力行為、⑤非行・不良行為、⑥家庭環境の問題 

 ・暴言や器物損壊などの行為を繰り返し、他生徒への暴力や恫喝、授業妨害などの問題行動があり、併

せて、家庭環境が複雑で、過去に被虐待の経験がある生徒に対して、本気で関わることと、関わる人

数を少なくしてその中でキーパーソンを決めて、信頼関係の構築を図るよう助言した。また、母親と

のパイプが切れないようにすることも伝えた。結論を焦ることなく、児童相談所や他の関係機関とも

連携しながら対応し、万が一何か起こった場合には速やかに専門機関へつなぐよう助言した。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・各種会議において、専門的知識により建設的な助言をすることができる。 

・警察ＯＢのスクールソーシャルワーカーについては、警察とのパイプ役としても重宝されており、必

要な情報を効果的に収集することにより、問題解決に寄与している。 

・福祉部局ＯＢのスクールソーシャルワーカーについては、教育関係機関はもちろん、保健福祉関係機

関をつないで、情報等の連携を徐々によい方向に進んでいくケースが多く見られる。 

・学校だけでは解決困難な事案について、スクールソーシャルワーカーの経験を生かした指導・助言が

できている。 

・市町教育委員会が、学校へ対応を助言する際の良き相談者となって支援することができた。 

（２）今後の課題 

・勤務日数が限られているため、対応が必要なときの連絡調整が難しい。 

・専門的立場からの助言は参考になるが、教育現場との温度差が大きすぎるとすぐには受け入れがたい

ものとなってしまうことも懸念される。スクールサポーターによる計画訪問に可能な限り同行しても

らい、学校現場への理解を深めてもらうことも重要であると言える。 

 ・スクールソーシャルワーカーが事務所に配置されていることやその活動内容について、地域、学校へ

啓発する必要がある。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度）  

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

埼玉県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

  学校と連携し、子供が置かれた様々な環境へ働き掛けを行うとともに、関係機関等とのネットワ

ークを活用しながら、問題を抱えている子供及びその保護者等に支援を行い、問題の解決を図る。 

（２）配置計画上の工夫 

  スクールソーシャルワーカーの配置を希望する市町村教育委員会が実施計画書を県に申請する。

県教育委員会は、計画書とその市町村の生徒指導上の課題等を照らし合わせた上で、県内配置のバ

ランス等を考えて配置の計画を立てている。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

① 配置人数  男 １１人  女 ２５人  計 ３６人 

② 資格（重複有り） 

・教員免許状  １８人  ・社会福祉士   ７人  ・精神保健福祉士 ４人 

  ・社会福祉主事  ２人  ・臨床心理士   ３人  ・介護福祉士   ２人 

③ 勤務形態  １日６時間 年間７４日 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

  「埼玉県スクールソーシャルワーカー活用指針」を策定し、市町村教育委員会及び学校へ配布して活

用を図っている。また、スクールソーシャルワーカーに対しても連絡協議会で周知している。主な内

容として、 「スクールソーシャルワーカーを活用することが効果的と考えられる子供」「スクール

ソーシャルワーカーの活動内容」「連携を図る関係機関（関係者）」などを具体的に示している。 

（１） 研修対象 

・スクールソーシャルワーカー活用事業担当者又は代理の者 

・関係各市町教育委員会配置スクールソーシャルワーカー 

（２）研修回数（頻度） 

  スクールソーシャルワーカー連絡協議会を、年３回実施。（４月、８月、１月） 

（３）研修内容 

・事業実施に関する説明 ・講演 ・実践発表 ・事前の質問（事例）に対するスーパーバイズ 

 ・事例を基にしたグループ協議 ・情報交換 ・その他 

（４）特に効果のあった研修内容 

・講演「スクールソーシャルワークという仕事 ～その魅力と可能性～」 

 ・事前の質問（事例）に対するスーパーバイズ 

 ・事例を基にしたグループ協議 

（５）課題 

・特別な資格を有すことを採用条件としていないため、教育と福祉のそれぞれの分野において、知識

や技能が高まる研修が必要である。 

・全てのＳＳＷが同じ支援をできるよう、プランニングや介入方法の実践的な研修を取り入れるなど

の工夫をする。 

・効果のあった事例について情報交換する場を増やすとともに、ＳＳＷ同士が協議しながら高め合え

る研修を計画していく。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

１学期、小学校３年生男子のＡ君は、いつも暴力的で、感情が高ぶりやすく、落ち着きがなかったた

め、授業の雰囲気を壊したり、担任にも反抗的だった。また、弱い者いじめの常習で、該当児童の保護

者からの訴えが担任に寄せられることもあった。 

  ＳＳＷは、授業でのＡ君の様子を観察し、校長、担任に相談して、保護者との話合いを持つように進

言した。保護者の話から窺われるＡ君の家庭での様子などを聞く中で、Ａ君自身の困り感が非常に大き

いことを保護者に理解してもらい、クリニックでの治療を勧めた。結果として、ＡＤＨＤ傾向があるこ

とが分かり、薬の服用を始め、２学期には落ち着いた生活を取り戻せた。同時に、弱者へのいじめも収

まり、学習にも取り組むようになった。常習的ないじめも収まり、現在は学級の雰囲気も明るくなった。 

（２）その他の活用事例 

・不登校や発達障害等の問題を抱える児童生徒とその家庭に対して、家庭訪問を中心に働き掛けを実施

している。直接、家庭で相談することで、より個別の状況を把握することができ、微妙な心理状況も

推察することが容易となっている。そのため、学校や市福祉部などの関係機関と連携を図る際、より

適切な状況把握と働き掛けが可能となっている。学校との信頼関係の醸成に一定の効果をあげており、

教室復帰する児童生徒が増えている。（①不登校） 

 ・ＳＳＷが、学校、子育て支援課、家庭児童相談室、保健所等の関係機関と連携して、児童生徒、保護者

を支援し、多くの問題や不登校等が改善された。（①不登校） 

 ・周囲に相談できる人がいなくて、孤立状態で子を養育せざるを得ない保護者の話を傾聴することで、

母親の精神的な安定を得ることができ、結果として子供の生活の改善につながった。（⑥家庭環境の

問題） 

 ・不登校児童生徒の対応に悩む担任に直接アドバイスする機会が得られ、学校と協働して対応を図ること

ができている。（⑦教職員との関係の問題） 

 ・発達障害への理解と、具体的取組を支援してきたが、多くの児童生徒がＷＩＳＣ等を受け、各学校で具

体的支援を進められるようになってきた。（⑨発達障害等に関する問題） 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・学校側が保護者との関わりが難しかった家庭にＳＳＷがパイプ役になることによって良い関係が築け

てきている。ＳＳＷの役割について学校側の理解が進んできたことにより、有効に機能してきている。 

・ＳＳＷの配置に伴って学校の意識に大きな変革が見られる。これまでの学校は、学校内部で課題解決

を図ろうとする傾向があり、学校の多忙化の一因にもなっていた。ＳＳＷが学校とつながることで子

供や家庭を支える社会資源の活用に目が向くようになり、子供や家庭を支える役割分担の重要性につ

いて認識されるようになってきた。それに伴い「開かれた学校」の意識が高まり、保護者や地域の学

校への信頼も高まってきている。 

・年３回の活動状況調査を実施し、成果と課題を明らかにして、関係各市町村教育委員会にフィードバ

ックしている。 

（２）今後の課題 

・配置人数、配置日数、配置時間について効果的な活動ができるよう工夫・改善する。 

・多様化する保護者や子供に対応できるよう、ＳＳＷとしての技法を向上させる。 

・ＳＳＷの活用には学校による温度差が見られるため、積極的に活用が図れるよう定期的に学校を巡回

訪問できる体制を整える。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

千葉県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

・児童生徒の状況に応じて、家庭や福祉機関等の関係機関への働きかけ及び関係者に対する支援・相談

等を行う。 

（２）配置計画上の工夫 

・県内の教育事務所に配置することで、担当地域を明確にし、早期対応を実現するとともに、関係

機関や担当指導主事、スクールカウンセラースーパーバイザーと連携を密に行える環境となって

いる。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・県内５教育事務所に１人ずつ計５名を配置。 

・年間１４０時間以内の勤務時間とし、週１日４時間程度の勤務を原則としている。ただし、１日

の勤務時間は、最大７時間４５分まで延長できる。勤務監督者は、各教育事務所長とする。 

・スクールカウンセラーの中から経験豊かな者を選出している。併せ持つ資格としては、臨床心理

士、精神保健福祉士、教員免許がある。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・「活用の指針（教育事務所<市町村教育委員会・学校>用）」を策定（ＳＳＷの活用方法に加え、

服務や校内の活動体制、環境整備などを記載）し、各教育事務所、各市町村教育委員会に配付す

るとともに管下の学校への配付を依頼し、周知を図っている。 

（１）研修対象 

  ・スクールソーシャルワーカー５名（スクールカウンセラーと合同で研修会を実施） 

（２）研修回数（頻度） 

・年間２回 

（３）研修内容 

・県子どもと親のサポートセンターによる研修会の実施。 

・県教育庁各教育事務所による地区別研修会の実施。 

・県子どもと親のサポートセンターの事業によるスーパービジョンの受講。 

・各教育事務所配置のスクールカウンセラースーパーバイザーからのスーパービジョンの受講。 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ・県子どもと親のサポートセンターによる研修会で招いた講師の講話が実践的な内容であった。 

  ・研修会において、地域の実情に応じた情報交換ができる。特に、関係機関についての情報交換、地

域の学校に勤務するスクールカウンセラーとの情報交換は有効である。 

（５）課題 

  ・現在のところ、スクールカウンセラーと合同での研修のため、スクールソーシャルワーカーの活動

に特化した研修内容を設定しづらい状況がある。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

  

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

母子家庭で、中学時代、いじめ関係で転校歴のある高校生。いじめの内容と遺書のようなものを残し

家出をし、その後、保護されて面接となったケース。スクールソーシャルワーカーが学年主任、教頭と

話し合い、現在抱えている問題を整理した。その後、スクールカウンセラースーパーバイザーが本人、

母親それぞれと面接を行い、担任とのつなぎをしながら、本人の気持ちを受け止めるように行った。結

果、本人自身が、自分の気持ちを周囲が理解してくれたと捉え、いじめに関する問題は解決の方向へ向

かった。 

（２）その他の活用事例 

 【事例１（①不登校）】 

小学校女子。虐待も疑われる不登校のケース。訪問相談担当教員（県内１１の地区不登校対策拠点校

に１名ずつ配置）による定期的な家庭訪問が行なわれている。家は乱雑なだけでなく不衛生で、身なり

もままならない。スクールソーシャルワーカーは訪問相談担当教員のケース会議、また学級担任が出席

した不登校研修のケース会議に出席。現在は、訪問相談担当教員の訪問時のみ学校に登校している。 

 【事例２（⑨発達障害等に関する問題）】 

小学生のケース。本人はアスペルガー障害の診断を受けている。高学年になり、対人関係のつまずき、

学習の遅れがみられるようになり、クラスに居づらくなる。母親は、医療機関と療育専門機関に相談。

母親、療育専門機関の職員、管理職、学年主任、担任、特別支援コーディネーターが参加するケース会

議にスクールソーシャルワーカーも参加。意見交換と、今後の対応について話しあった。それぞれの専

門性があり、すれ違っていた部分が、話し合いを持つことにより解消された。現在は、通級支援を受け

ながら、学校生活を送っている。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

 ・支援を行った２８件の事案のうち、１５件が「問題が解決」または「支援中であるが好転」した。 

・教職員等とのケース会議の開催回数は５０回で昨年度に比べ２６回増、関係機関等とのケース会

議の開催回数は３２回で６回増となっており、ケース会議による事案の検討が進んできている。 

・各学校におけるコンサルテーションが有効に作用し、教職員及び関係機関職員の対応が統一され

た。 

（２）今後の課題 

・年間勤務時間数に制限があり、多様なニーズに応えるための時間が不足している。 

・スクールソーシャルワーカーの活動内容についての理解を更に進める必要がある。スクールソー

シャルワーカーの活用の指針について、更に周知する必要がある。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、生活指導上の課題に対応するため、教育分野に関す

る知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童・生徒が置かれた様々な環境に

働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用するなどし、相談・連携体制の整備を図り、問

題を抱える児童・生徒への支援を行うために配置している。 

（２）配置計画上の工夫 

実施主体を区市町村教育委員会とし、学校や地域の実態や関係機関の設置状況等に応じた適切な

ネットワークによる支援体制の構築ができるよう工夫している。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

○配置人数   ５５人             

○実施地区   ３１区市町  

○資  格   ⅰ） 社会福祉士〔３２人〕 

ⅱ） 精神保健福祉士〔１５人〕 

ⅲ） その他社会福祉に関する資格〔４人〕 

ⅳ） 教員免許〔１４人〕 

ⅴ） 心理に関する資格〔１６人〕 

ⅵ） その他スクールソーシャルワーカーの職務に関する技能の資格〔４人〕 

 ※複数回答のため、総和は配置人数を超える。 

○勤務形態   事業を実施する区市町村教育委員会が、学校や地域の実情やニーズにより設定

しており、派遣日数及び時間、報酬等は実施地区ごとに異なる。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

○策  定   児童・生徒の健全育成上の課題の解決に向けて、スクールソーシャルワーカー

を活用した児童・生徒等への支援を円滑かつ効果的に推進するための基本事項を

示した「スクールソーシャルワーカーを活用した健全育成の推進」を策定した。 

○主な内容   「スクールソーシャルワーカーとは」、「スクールソーシャルワーカーの採用」、

「スクールソーシャルワーカーによる対象となる事例」、「スクールソーシャル

ワーカーによる支援」、「スクールソーシャルワーカーの配置形態」、「教育委

員会による支援」、「学校における効果的な活用のために」、「スクールソーシ

ャルワーカーの活用事例」、「ネットワークを構築する関係機関・人材の例」 等 

○周知方法   健全育成担当者を対象とする連絡会等を通じて、区市町村教育委員会に繰り返

し周知している。 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

スクールソーシャルワーカーを対象とする研修については、事業を実施する区市町村教育委員会

において必要に応じて実施している。 

東京都教育委員会 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

教育委員会事務局内に設置する「学校問題解決支援チーム」に、心理職や警察ＯＢ、指導主事等

とともに、スクールソーシャルワーカーを配置し、早期対応による学校支援と専門家によるチーム

としての学校支援を行っている。各学校は、いじめを認知した時点で、学校問題解決支援チームに

その旨を報告し、巡回型スクールカウンセラーが状況の確認を行うとともに、家庭への支援が必要

であると判断される場合には、スクールソーシャルワーカーが中心となり、医療機関や福祉関係部

署、警察等の関係機関との連携を図り、相談・同行・代弁の各機能を活用し、家庭を支援する。 

（２）その他の活用事例 

①不登校 

中学校入学後から不登校となり、昼夜逆転、ひきこもりの状態であった。特別支援コーディネー

ターから依頼があり、スクールソーシャルワーカーが家庭訪問すると、いつも玄関は開いたままで

応答はなく、部屋にはごみ袋が散乱していた。地区の民生委員と連携し、当該家族の生活時間等の

情報を得て、スクールカウンセラーや担任とともに訪問を続け、３か月後に本人と面会することが

できた。面会の際に、当該生徒は「学校に行って何もわからず座っているより、家族に喜んでもら

える料理を作りたい」と語り、調理師を将来の夢を据えるようになった。調理師になることを目指

し、無理のない程度から自宅での学習を始め、やがて３年次には時々学校に登校できるようになっ

た。当初は難しいと思われていた高校合格を果たし、調理師を目標に努力を継続している。 

⑨発達障害等に関する問題 

小学校において、学年が上がるにつれクラスの友達から敬遠されるようになり、一緒に遊ぶ友達

がいない状態であった。また、学校でもパニック行動が増え、家でも母親に手を出すようになり、

母親は精神的に落ち込んでいた。通級指導学級でも同様の行動パターンに示してきたことから、学

校で母親を交えてケース会議を開いた。母親の負担軽減への家事支援、子供への余暇支援や学習支

援のための人材を派遣した。 

また、当該児童に対して、療育センターにおいて認知行動療法を実施し、自己コントロールが少

しづつできるようになってきており、母子関係も過熱せずに維持できつつある。 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

 ○ スクールソーシャルワーカーの効果についての周知が広く浸透してきており、平成２１年

度の実施地区は１５地区であったが、平成２４年度では３１地区まで増加した。 

 ○ スクールソーシャルワーカーが家庭や学校等、児童・生徒の置かれた環境に働きかけるこ

とにより、平成２４年度に対応した２１３５件の事例のうち、４０％の事例において、問題

が解決または好転するなどの改善が見られた。 

（２）今後の課題 

 ○ スクールソーシャルワーカー活用事業の実施を希望する区市町村教育委員会は増加傾向に

あり、事業実施に向けて、スクールソーシャルワーカーやスーパーバイザーの人材の確保を

図ること。 

 ○ 本事業の成果について更なる周知・啓発を行い、スクールソーシャルワーカー活用事業の

一層の充実を図ること。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

神奈川県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

問題を抱えた児童・生徒が置かれた「環境への働きかけ」や「関係機関とのネットワークの構築」

などにより、問題行動等の未然防止や早期解決に向けた対応を図るため、社会福祉に関する専門的な

知識や技術を有する者をスクールソーシャルワーカー（以下、ＳＳＷとする）として学校へ派遣して

いる。 

（２）配置計画上の工夫 

各教育事務所に配置されたＳＳＷは、中学校区を単位とした重点対応地域を中心とした活動と、市

町村教育委員会や学校からの要請を受け、長期化・重大化を防ぐ必要がある事案への対応を行ってい

る。スクールソーシャルワーカースーパーバイザー（以下、ＳＳＷＳＶとする）はＳＳＷに助言指導

を行うとともに、県立学校及び市町村教育委員会や市町村立学校からの要請を受け、事案に対応する。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

ＳＳＷを５教育事務所に計９名配置し、ＳＳＷＳＶを教育局に１名配置している。主な資格は社会福

祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、教員免許状所有者等となっている。 

勤務形態  ＳＳＷ       年間 490時間（1回 7時間、年間 70 回）の勤務 

ＳＳＷＳＶ   年間 455時間（1回 7時間、年間 65回）の勤務 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

「スクールソーシャルワーカー活用ガイドライン」及び「関係機関との連携支援モデル」を作成し、

県教育委員会のホームページにてＳＳＷの役割等を周知するとともに、各教育事務所や市町村教育委

員会が実施する研修会等で活用し、学校の教職員等がスクールソーシャルワークの視点に立った支援

の手法等を取り入れ、児童・生徒指導の充実を図るための取組みを進めている。 

（１）研修対象   

ＳＳＷＳＶ、ＳＳＷ、スクールソーシャルワーク・サポーター(以下、ＳＳＷＳとする)、教育事務

所及び各市町村教育委員会担当指導主事、保健福祉局関係職員（児童相談所、保健福祉事務所、精

神保健福祉センター、市保健福祉事務所等） 

（２）研修回数（頻度）  

連絡協議会 年２回   連絡会 年１回 

（３）研修内容 

【連絡協議会】教育と福祉の連携による「生活保護家庭への支援」「児童虐待への対応」等につ

いて、県保健福祉局に講師を依頼し、それぞれの現状と課題についての講義を受けた後、地域

ごとに分かれ、教育と福祉の連携による「地域における子ども支援」をテーマに、顔の見える

関係づくりと多様な支援を必要とする児童･生徒に対する多機関連携のあり方や学校と関係機

関との連携が円滑に進むためのポイント等について協議を行った。 

 【連絡会】  ＳＳＷの各地域での実践における成果と課題について協議を行った。 

（４）特に効果のあった研修内容 

  県の保健福祉局が作成した生活保護家庭の児童･生徒を対象とする「子ども健全育成プログラム」

をもとに、ＳＳＷ等を窓口とした学校と生活保護担当との具体的な連携のあり方について確認し

た。また、「児童虐待の防止等に関する意識等調査結果報告書」の結果をもとに、学校と児童相

談所の抱える課題を明らかにし、子どもの最善の利益のための機関連携促進の方策について検討

した。 

（５）課題        

  ＳＳＷの限られた勤務時間の中での効果的な研修のあり方。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

 中学３年生の女子生徒。日ごろから友人とのトラブルのみられる生徒であるが、インターネット上に

悪口を書かれるといういじめを受け、それがきっかけとなって不登校となった。加害生徒は自分の非を

認め、被害生徒に対して謝罪したが、「謝罪の仕方が悪い」と言って納得せず、不登校の改善が見られ

なかった。学校から相談を受けたＳＳＷが情報を整理し、問題の要因を分析したところ「人間関係のス

キルが未熟であり、自分の気持ちを言葉で表現することが苦手である」「母親の精神的な不安定さが本

人の精神的な不安定さにつながっている」と見立てた。そこで校内ケース会議で長期目標を「家族とと

もに、適切な進路指導を行う」短期目標を「人間関係のスキルを育てる」「本人の不安感をとりのぞく

ために母親を関係機関につなぐ」こととし、具体的な支援方法を立案し役割分担を行った。 

ＳＳＷは担任と共に家庭訪問を繰り返し、母親を精神科への通院につなげた。母親の精神的な安定が

見られると、本人の生活も安定し登校できるようになった。スクールカウンセラー（以下、ＳＣとする）

が本人のカウンセリングを継続的に行ったが、本人に自傷行為が見られ、学校は本人への適切な対応に

ついて県精神保健福祉センターや県総合教育センターの精神科医によるコンサルテーションを受けた。

学級担任は本人と日記を仲立ちに関わりを深め、本人の興味あることや得意な面を引き出し、学校で本

人が少しずつ活躍できる場面を増やすことで、進路に向けた意欲も高まり、友人との関係も安定した。 

（２）その他の活用事例 

 中学２年生の男子生徒。学校で気に入らないことがあると激しく暴れることがあり、器物損壊行為

があった。また、保護者との面談では家庭でも母親に対する暴言や暴力があることがわかった。 

学校から相談を受けたＳＳＷが情報を整理し、問題の要因を分析したところ「本人の感情のコントロ

ールと、父親不在の子育て、母親の本人の養育に対する不安」と見立てた。そこで校内ケース会議で長

期目標を「本人が社会性を身につけ、進路に向けて前向きに取り組むことができるようにする」とし、

短期目標を「本人が自分の気持ちを言葉で表現する」「母親の精神的疲弊感の軽減を図る」こととし、

具体的な支援方法を立案し役割分担を行った。学校では本人への関わりや指導を工夫し、本人が落ち着

いて授業を受けられるよう働きかけた。ＳＣは本人に気持ちが高ぶったときにコントロールする方法を

伝えた。担任が本人の気持ちを聞き取る中で、家庭での居場所のなさが語られ、学校は保護者と本人を

県警少年相談・保護センターにつなげ、それぞれが定期的な相談を受け、家庭での保護者の関わりが改

善された。それとともに本人の進路に向けた意欲が高まり、学校生活が安定した。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

   平成２３年度より週２回年間７０回の活動となり、「支援対象児童・生徒数」や「連携した関係

機関等の数」などが増加し、平成２４年度の支援対象児童・生徒数は、小学校５１３名、中学校

５４８名、高等学校４１名、計１１０２名で、うち継続者数は、小学校３０６名、中学校３５３

名の計６５９名であった。また、連携した関係機関等については、件数の多い順に「教育支援セ

ンター等の学校外の教育機関」１０５２件、「児童家庭福祉の関係機関」６８２件、「保健・医

療の関係機関」３８７件で、全件数の合計は２５１３件であった。継続支援対象児童生徒の抱え

る問題については、件数の多い順に「児童虐待を除く家庭環境の問題」３０９件、「不登校」１

９２件、「心身の健康・保健に関する問題」１１７件で、全件数の合計は９４５件となっている。 

（２）今後の課題 

   平成２３年１１月より平成２４年度まで、ＳＳＷＳを各市町村に配置し、ＳＳＷと連携しながら問

題を抱える児童・生徒に対してより迅速にきめ細かな支援を行った。ＳＳＷＳの配置は、学校と地域

の関係機関等との支援ネットワークをより機能させるために有意義であり、各市町村独自での配置も

進んでいるところである。 

また、ＳＳＷの事業開始から４年が経過し、ＳＳＷについてより周知され、その有効性が認知され

たため市町村教育委員会や各学校からのニーズが高まり、対応するには時間数の増加が必要である。

さらに、各学校が児童・生徒の支援を行うにあたり、ＳＳＷから必要な視点や手法を学び、主体的に

関係機関と連携できるようＳＳＷの活動を充実させる必要がある。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

新潟県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

①ＳＳＷを核とした市町村サポートチーム等との緊密なネットワーク構築 

②学校だけでは対応できない事例に対する体制整備や指導力の向上 

③当該児童生徒の複雑な環境への継続的支援による問題の防止と解決 

（２）配置計画上の工夫 

・上越・中越・下越の各教育事務所に配置し、要請等に応じる「派遣型」。上越（小中学校数１１２

校）に１名、中越（３０７校）に２名、下越（１６４校）に１名、計４名配置し全県を網羅する。

（ ）は管内の２４年度小中学校数 

・Ｈ２４（２３）年度は、計画訪問８２（１０２）、要請訪問４９３（５１１）、緊急４（１７）、

その他１１４（１１８）、計６９３（７４８）件。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・配置人数４名（臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許） 

・教育事務所長が週３０時間の勤務を割り振る。週４日、１日７時間３０分勤務(8:45～17:15)｡ 

・勤務日以外の平日（週１日）は、市町村と契約しＳＣやＳＳＷとして雇用されている者もいる。 

・通勤費は別途支給。年休１６日（５年度）、忌引・夏季休暇等あり。雇用・社会保険あり。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・「スクールソーシャルワーカーを有効に活用するために」パンフレットＡ４判４ページを各教育事

務所から、市町村教育委員会を通し、各学校にメールでデータ配信する。 

（１）研修対象 

①生徒指導担当指導主事会議（本庁、各教育事務所、県立教育センターの生徒指導担当者） 

②全県サポートチーム連絡協議会（２９市町村教育委員会生徒指導担当指導主事、本庁・事務所

担当者） 

③事例検討会（本庁・事務所担当者） 

（２）研修回数（頻度）※全て年３回 

①生徒指導担当指導主事会議、②全県サポートチーム連絡協議会、③事例検討会 

（３）研修内容 

①生徒指導担当指導主事会議（生徒指導上の喫緊の課題確認、各事務所管内の事案の情報共有） 

②全県サポートチーム連絡協議会（本事業を効果的かつ円滑に実施するために、事業周知及び情

報交換を実施。協議会終了後にＳＳＷと担当者による運営業議会を行う。） 

③事例検討会（業務遂行に関する情報交換、各ＳＳＷが事例を持ち寄り検討し、義務教育課臨床

心理士によるスーパーバイズを行う。） 

④日本学校ソーシャルワーク学会全国大会等への参加（Ｈ２４年度なし） 

（４）特に効果のあった研修内容 

・事例検討会は、ＳＳＷのケース対応を学び合い、困難事例に対するアセスメントのアプローチ

を確認し合うなど、資質向上に大変有効。また、各教育事務所の職場環境やＳＳＷへの対応に

ついて情報交換し、ＳＳＷ担当者の役割やＳＳＷの自己有用感を高める職場の対応について、

意思統一ができた。 

・派遣要請増による業務の過密や長距離移動、勤務の振替対応等についての運営協議 

（５）課題 

 ・県の雇用年限（５年）と現場のニーズに応える優秀な人材確保が大きな課題である。  
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

◇「いじめ」による不登校解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

【事例概要】 

小５年時のいじめにより１年以上不登校。転校するが対人恐怖による引きこもり状態が続き、心

療内科通院以外は部屋から出ない、夜中に突然泣き叫ぶ、自分を否定的に扱うなど不安定行動が続

いていた。家庭内では本児に対する対応が混乱し、責め立てる空気が強い状況。親の学校拒否もあ

り、転校先の学校とも関係を築けないでいた。 

【ＳＳＷの対応・・・第１段階の支援として】 

○親自身のダメージのケアと親が児童のケアの主体に戻れる支援。  

○担任との新しい二者関係の構築による児童の対人恐怖の軽減。 

○児童の自己イメージを改善し、家族の中で笑顔を取り戻す。 

・校外の相談者という立場で実現したＳＳＷとの保護者面談 

親の喪失と怒りのケアを行いつつ、面談ごとに数分間、担任との自然な顔合わせの機会を提供。

児童に新担任のイメージを伝えてもらう事から始め、担任からの体温を感じられる手書きのメッセ

ージや、本児の興味に響く具体的な約束などを段階的に保護者経由で伝えてもらい、児童と担任の

電話での会話が可能となった。 

・担任との面談の実現 

３か月後から家庭訪問で担任と児童の面会が実現。徐々に関係が強化され面会機会も増加。 

・家庭内の役割の具体化による変化 

担任の面会による児童の変化の報告に合わせ、家庭内で役割を持つことを母親と具体化。児童の

料理は家族から「おいしいね」「ありがとう」という承認の言葉に繋がり、児童の力を引き出し始

めた。徐々に自分でレシピを調べ主菜も作るようになり、祖父母と家庭菜園での野菜作りや近所の

店に食材を選びに行くなど家の外に出られるようになった。 

【今後の展望】 

親と担任が児童のケアの主体となり、動きが見え始めたことで家族が力を出し始めたと考えられ

る。その後、医療との連携や学校の受け入れ体制の整備など第２段階の支援が可能となった。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・各種関係機関にＳＳＷ活用事業についての周知が広まり、ＳＳＷのコーディネーションにより学校

と関係諸機関の連携が円滑になった。学校の危機管理や日常のリスク管理の体制を整えることが必

要であり、そのためにＳＳＷを適時活用することでアセスメントが実施され、問題発生時の適切な

対応が可能となった。 

・家族支援に力を発揮するＳＳＷは保護者と学校の関係改善、信頼の構築に力を発揮し、学校現場の

負担の軽減を図り、教職員の困難事例対応のスキルアップに寄与している。 

【対応件数】平成２２年度６２５件、平成２３年度１００１件（３７６件増）、平成２４年度１４００件（３９

９件増） 

【支援状況に対する解決率（解決・好転した事例）】平成２２年度６２５件中３２３件５１．７％、平成２３年

度１００１件中４０３件４０．３％、平成２４年度１４００件中１０６４件７６％ 

【ＳＳＷを活用した学校の割合】小学校１３．５％（５５／４０７校）、中学校３７．５％（６６／１７５校） 

（２）今後の課題 

・「問題対応型」生徒指導へのＳＳＷ活用以外に、「予防、開発・育成型」生徒指導の推進での活用  

・困難事例に対し、ＳＳＷは学校と行政を結び、有機的に機能して児童生徒の安定した生活の確保に

努めることが一層重要な役割となる。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

富山県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

○ いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、児童生徒の置かれた

様々な環境に働きかけて支援を行い、教育相談体制を整備する。 

（２）配置計画上の工夫 

○ 市町村教育委員会に派遣し、原則、学期毎に市町村教育委員会の要望を踏まえて派遣時間を見直す。 

 ○ 緊急に支援を要する事案が発生した場合は、機動的な派遣が可能な体制を整える。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

○ 配置人数 １９名  

 ○ 資格   社会福祉士１０名 精神保健福祉士４名 その他社会福祉に関する資格３名 

        教員免許５名 心理に関する資格２名 資格を有していない２名 

 ○ 勤務形態 市町村の実態に応じて、週２時間～週１６時間、年間３２週派遣 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

 ○ スクールソーシャルワーカーは、家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環境づくりのためにネッ

トワークを築く社会福祉の専門家であり、社会福祉の専門的な知識・技術を活用し、必要に応じて関

係機関や人材をつなぐ役割を担っており、県教育委員会はスクールソーシャルワーカー活用事業を積

極的に推進していく。 

 ○ スクールソーシャルワーカー連絡協議会、生徒指導推進会議、学校訪問研修等で周知を図る。  

（１）研修対象 

  ○ スクールソーシャルワーカー、市町村教育委員会事業担当者 

（２）研修回数（頻度） 

  ○ 年３回 

（３）研修内容 

  ○ スクールソーシャルワーカーの役割について 

  ○ 事例研修 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ○ 具体的な事例に対するスーパーバイズ 

（５）課題 

  ○ 全員が参加できる研修時間の確保が難しい。 

  ○ 講師人材が限定（不足）している。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

○中学２年生 女子 

○小学校５年生のとき他県から転校し、転入先の小学校で、男子児童から頻繁にからかわれた。 

  ○中学校入学後、部活動内で嫌なことを言われたり、教室内でからかわれたりすることが続き不登校と

なる。 

  ○スクールソーシャルワーカーが家庭訪問を繰り返し、当該生徒と信頼関係を築く。 

  ○当該生徒の相談にのりながら、適応指導教室を紹介したところ、通級を始める。 

  ○スクールソーシャルワーカーが適応指導教室の指導者につなぐ。 

  ○中学２年の２学期より、スクールソーシャルワーカーが学校の受け入れ体制を家庭に伝え、当該生徒

の不安を取り除くように努めた結果、母親の協力もあり保健室登校を始める。 

（２）その他の活用事例 

  ○小学校６年生 男子 

○小学校３年生より不登校になり、家庭に引きこもる。 

  ○当該児童は、暴力的な行為を自制して押さえることが困難である。 

  ○母親は、幼い頃から押さえつけるような育児をしてきたことが原因であると自分を責めている。 

  ○父親は積極的に関わろうとしない。 

  ○母親は学校関係者との接触を拒絶していたが、スクールソーシャルワーカーが母親の思いを共感的に

受け止めることに努めた結果、スクールソーシャルワーカーと保護者の間に信頼関係が築かれてき

た。 

  ○当該児童が家庭で暴れたり、暴言を吐いたりしたときの対処方法についてアドバイスすることで、母

親は少しゆとりをもって子どもと接することができるようになる。 

  ○病院、適応指導教室を紹介したり、カウンセリングを受けたりすることを勧める。 

  ○父親に子どもとの関わり方をアドバイスしたところ、子どもと父親のつながりが強くなってくる。 

  ○母親から、子どもが甘えるようになってきたことや、家族関係がよくなってきたとの報告を受ける。 

  ○３学期に４日間登校したが、友達とトラブルはなかった。 

  ○中学校進学に期待をもっている。  

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

○市町村福祉課等の関係機関との連携が円滑に行えるようになった。 

○教員が活用できる社会資源に目が向くようになってきた。 

○学校関係者に拒絶反応を示す保護者に対して粘り強く働きかけ、学校と家庭をつなぐことができた。 

○不登校状態を改善の方向に向かわせることができた。 

○スクールカウンセラーとの協働を進めていくことができた。  

（２）今後の課題 

○社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する人材の確保が難しい。 

○スクールソーシャルワーカーの資質向上のためのスーパーバイザーの確保が難しい。 

○教員や保護者にスクールソーシャルワーカーの役割を更に周知していく必要がある。 

○いじめの加害者の支援に特化したスクールソーシャルワーカーの活用が必要である。 

○予算の確保が難しい。    
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

石川県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

・暴力行為及び、主として遊び非行型の不登校に関して学校における生徒指導を支援する。  

（２）配置計画上の工夫 

・県内４教育事務所管内ごとの児童生徒数及び問題行動等の発生状況を勘案し、１７名のスクール

ソーシャルワーカーを教育事務所に配置し、学校へ派遣する。 

・緊急性の高い事案や集中的な支援が必要な場合に柔軟に対応できるようにしている。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・１７名のスクールソーシャルワーカーを県内４教育事務所管内（小松６名、金沢９名、中能登１

名、奥能登１名）に配置し、学校へ派遣する。 

・スクールソーシャルワーカー１名につき、１日７時間４５分、年間８３日の勤務を行う。 

・元家庭裁判所調査官、元中学校教員、元警察官をスクールソーシャルワーカーとして採用 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

①「活動方針等に関する指針」（ビジョン）の策定 

・多様化する問題行動等の対策が県内の生徒指導上の課題となっている。そのため、スクールソー

シャルワーカーを配置し、学校の要望等により、生徒指導担当教諭、学級担任などへの支援等、

学校における生徒指導に対する支援体制の強化に資する。また、家庭への働きかけや、児童相談

所等関係機関との連絡調整を密に行い、課題解決への対応を図る。 

②周知方法 

・県教育委員会、市町教育委員会及びスクールソーシャルワーカーが一堂に会する連絡協議会にお

いて周知を図る。 

（１）研修対象 

 ・１７名のソーシャルワーカー全員を対象に研修を行う。 

（２）研修回数（頻度） 

 ・県内４教育事務所管内ごとに、毎月１回（８月を除く）行う。 

 ・県教委主催の研修会を連絡し、自主的な参加を呼びかける。 

（３）研修内容 

・月１回程度、事例検討等から、指導主事がスーパーバイザーの役割を担い、スクールソーシャル

ワーカーに対して学校への支援等の在り方について指導・助言を行う。 

・県教委主催の「いじめ対応アドバイザー説明会」等の研修会に自主的に参加し、ソーシャルワー

カーとしての資質及び指導力の向上を図る。 

（４）特に効果のあった研修内容 

・事例検討 

（５）課題 

・スクールソーシャルワーカーからの報告を分析し、頻度の多い事例に関連する研修をタイムリー

に開催し、効率よくスクールソーシャルワーカーの資質向上を図る体制づくりに努めること。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

 ・いじめが発覚した事案において、教職員による指導とは別に、いじめていた生徒に対してスクールソ

ーシャルワーカー（元警察官）が面談を行い、元警察官という職歴を活用し自らの経験をもとに話を

することで、いじめていた生徒に対しいじめは絶対に許されない行為であることを、教職員と違う視

点から気づかせた。また、指導後にいじめ被害に遭っていた生徒に対するいじめが再発せず安心して

学校生活を送れるように、教職員とスクールソーシャルワーカーが連携して校内巡視をし、授業観察

や特に教職員の目が届きにくいところでの関係生徒の実態を継続的に把握し見守ることで、いじめ解

消後の再発防止となった。 

（２）その他の活用事例 

①問題の種別 学級崩壊（⑩） 

②改善事例の概要 

・小学校５年生で授業規律を守れない男子児童３名に注意できない学級担任に対し、スクールソーシャ

ルワーカーがアドバイスをするが、学級担任自身にあまり改善が見られず、その結果、男子児童３名

を中心に授業中の立ち歩きや奇声を発するなどの行為が横行し、指導が入らないクラスとなった。保

護者からの苦情もあり、学級懇談が開催され、学校から対応について説明をするが、保護者から学校

や学級担任に対する対応の批判が噴出する。そこで、スクールソーシャルワーカー（元警察官）も同

席して再度学級懇談を開催し、スクールソーシャルワーカーも関わって対応することを説明する。保

護者は、第三者が関わるということを知り、学校に対する信頼感が芽生え、家庭と学校の関係改善が

図られ、保護者も問題解決に向けて協力する状況となる。スクールソーシャルワーカーが問題のある

学級の授業に加わって学級担任と協力して注意できる環境をつくったり、時には声かけを行い関係を

築き、中心となっている男子児童３名と面談したり、また、保護者も授業を参観する等の協力体制が

構築され、少しずつ授業妨害するような行為は減少していった。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・学校では、警察等の関係機関との連携の必要性や重要性を理解しているものの、現実的には効果的な

連携がまだまだ難しいのが現状である。しかし、本県ではスクールソーシャルワーカーの多くが元警

察官ということもあり、派遣校においては、問題行動や保護者対応に関して、積極的に連携が図られ、

警察への相談や通報がスムーズに行われている。その結果、スクールソーシャルワーカーが配置され

た学校からの警察への相談や通報の件数は、前年度の４．８倍となった。 

（２）今後の課題 

・問題行動において、発達障害を抱えた児童生徒が加害者にも被害者にもなるケースが多くなっている。

このような児童生徒に関して、スクールソーシャルワーカーが十分な知識をもって業務に当たれるよ

う、研修の在り方、内容を検討していく必要がある。 

・携帯電話やスマートフォン等を所持し、「ＬＩＮＥ」等を利用したいじめ問題の増加や児童生徒の交

友関係の広域化が引き起こす問題行動の増加において、スクールソーシャルワーカーが相互に活動状

況を報告し合う等して、学校だけでなく警察等関係機関との連携についてその広がりや深まりを求め

ていく必要がある。また、このような事案に対応していくために、スクールソーシャルワーカーが十

分な知識をもって業務に当たれるよう、研修の在り方、内容を検討していく必要がある。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

福井県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

・社会福祉等の専門的な知識および経験を有する者を各市町教育委員会および定時制高等学校に配置

することで、小・中・高等学校において、家庭、友人関係等、児童・生徒を取り巻く環境の問題を

解決する。 

（２）配置計画上の工夫 

・９市には各１名配置（福井市のみ２名）。教育研究所（嶺北４町）および嶺南教育事務所（嶺南４

町）に各１名配置。県内の全小中学校に対応できる体制を整備している。 

・定時制高等学校７校には２名配置。 

・スーパーバイザー（スクールソーシャルワーカー兼務）１名配置。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・配置人数１９名……実人数１３名 

（社会福祉士６名、精神保健福祉士２名、教員免許状取得者６名） 

・原則１日６時間、週２日、年間４０週勤務。（平成２４年度、９市は年間３３週） 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・ガイドライン「スクールソーシャルワーカーの効果的な活用を目指して」策定 

１ねらい  ２配置状況  ３支援過程  ４実践事例  ５スーパービジョン体制  

６関係機関 ７関係機関連絡先 

・４月当初に担当者連絡協議会にて、各市町、定時制高等学校、関係機関の担当者に対して、スクー

ルソーシャルワーカー活動の学校、各種関係機関への周知依頼を行う。 

・スクールソーシャルワーカーの研修会、事例検討会にて、学校、関係機関等への広報を依頼する。 

（１）研修対象 

・スクールソーシャルワーカー、各市町・関係機関担当指導主事 

（２）研修回数（頻度） 

・研修会１回（年１回）  ・事例検討会７回（１～２ヶ月に１回） 

（３）研修内容 

・研修会……「ＳＳＷを効果的に活用するために～チーム支援と校内支援体制～」という演題による

大阪府スクールソーシャルワーカー兼スーパーバイザー、大学非常勤講師の講演及び事例検討会 

・事例検討会……各スクールソーシャルワーカーからの事例について検討、スーパーバイザーによる

助言 

（４）特に効果のあった研修内容 

・研修会では大阪府でスクールソーシャルワーカー、スーパーバイザーとして活動している講師の先

生に、ケース会議の意義や持ち方、校内支援体制におけるスクールソーシャルワーカーの果たす役

割等について話していただき、実際に関われた具体的な事例をもとに研修を進めることができた。 

（５）課題 

・アセンスメントシートの活用をさらに進めるなどして、それぞれの事案の見立てや具体的支援内容

の作成が適切にできるような力をつけていくことが必要である。 

・カウンセラーとの合同研修等を行うなど、連携した支援体制を作ることが大切である。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 
【４】成果と今後の課題 

  

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

 小学６年生女子の事例。４年生進級時に申請が提出された。１、２年生の頃より友人からのいじめが

あり、３、４年生も休みがちであった。５年生になると全く登校できなくなった。学校のことを考える

と発汗や震え、腹痛等の身体症状があらわれ、買い物に行くと友人に見つかるのではないかと外出もで

きなくなった。 

 ＳＳＷが家庭訪問しても会えないので、児童相談所担当と母の職場へ行き昼休みを待って話をした。

母は以前の学校の方針に強い不満を持っており話し合う余地がなかったが、自宅訪問時には必ず手紙を

残すように心がけ、週一回の定期訪問を続けた。また、本児は読書が好きということなので、学校の担

任が連絡物とともに学校図書を毎週届けた。教頭も月に一回は自ら手紙を書き登校を促した結果、数か

月で本児は借りた本の感想を書いてくるようになった。母も『忙しい』と言いながらもＳＳＷの話を少

しずつ聞いてくれるようになり、「適応教室」などへの登校にも前向きになった。母との関係性ができ

るとメールも届くようになり、勤務明けの面談できる日を伝えてくるようになった。 

６年生になり『子供が中学校に行きたがっている｡』との言葉をきっかけに、居住地域の中学校とは

違う学校の体験入学を計画した。体験入学を通して本人は自信をつけたようで前向きになった。在籍す

る小学校、受け入れ側の中学校、また市教委の緊密な連携があって大きく進むことができた事例である。 

（２）その他の活用事例 ①不登校 

中学２年生女子の事例。中学１年生の３学期より友人関係のトラブルが原因で学校を休み始める。２

年生になっても登校は開始されず、学級担任等学校関係者との面会を拒む状態であった。校内支援ケー

ス会議後、ＳＳＷが家庭訪問を行い、本人と保護者との面接を開始する。数回の訪問の中で、本人が高

校への進学に向け、学習意欲を示したため、地域内の教育支援センター（以下支援センター）職員を含

めた支援ケース会議を開催する。利用状況および利用方法の確認等を行ったうえで、家庭訪問時に本人

に伝え、支援センターの利用が開始される。時間帯、回数など本人の意向に沿ったかたちでの利用が開

始され、支援センター内でも担当者との良好な関係が築かれていった。ＳＳＷは家庭訪問を繰り返し、

保護者の思い、本人の家庭や支援センターでの様子について聴取、要望があれば保護者の意向を学校へ

伝える役割を担う。   

また、定期的に管理職、学級担任、支援センター職員、ＳＳＷが本人の様子や家庭状況などについて

情報交換を行い、現状の共通理解に努めた。２学期後半からは、学習場所を学校へ移したいとの要望も

あり、学校の相談室にて登校が開始される。学級担任を中心に支援センターの職員と学校での学習支援

体制を整え、本人の学習意欲と学力の向上を重点的に支援することとなる。登校が安定するとともに特

定の科目については、教室での授業参加が可能となり、テストの受験も可能となっていった。 

学校以外の学習できる支援センターを利用した結果、柔軟な対応から本人が徐々に自信を取り戻して

いくことにつながったと思われる。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

 ・２４年度に支援を受けた児童・生徒は、小学生２７５人、中学生１３４人、高校生５６人である。支

援件数は４２１件で、その内２１．１％は問題が解決し、３６．８％は支援中であるが好転している

事例である。問題が解決および好転した件数の割合は５７．９％で、前年度の５０．８％から７．１

ポイント上昇している。 

 ・学校、関係機関と連携した活動が定着しつつあり、家庭に係る問題など児童・生徒を取り巻く生活環

境の問題の改善にＳＳＷの活動は欠かせない。 

（２）今後の課題 

・ＳＳＷの活動についての認知度が高まり、そのニーズが増加している。学校からの支援要請に応えら

れるようにＳＳＷの配置をさらに充実させていく必要がある。 

・困難な事例に対応するために、社会福祉士、精神保健福祉士等の有資格者の採用を増やしていく。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

・いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などの児童生徒の問題行動に対して、児童生徒の置かれた様々

な環境へ働きかけたり関係機関等とのネットワークを活用したりして、支援することを目的とする。 

（２）配置計画上の工夫 

・全県の小・中学校を網羅するため、県内の４教育事務所に配置する。（教育事務所管内の学校数

を考慮し、２名から４名を配置） 

・社会福祉の専門家と教育関係の専門家を複数で配置する。（指導主事も交え、互いに相談しなが

ら、取り組むことができるため） 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・配置人数 ４教育事務所に合計１０名配置。（４名配置が１箇所、２名配置が３箇所） 

・資格 １０名の資格は、社会福祉士４名、精神保健福祉士３名、教員免許６名、学校カウンセラ

ー２名（重複もあり） 

・勤務形態 原則１人あたり、１日４時間×週３日×３５週＝４２０時間 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・ガイドラインや周知資料（Ａ４判１枚の表裏のリーフレット）を作成し、全小・中学校に配付。 

・全小・中学校への計画的な巡回訪問を実施。 

（１）研修対象・研修回数（頻度） 

・運営協議会（参加者：大学教授、社会福祉協議会長、スクールカウンセラー、県民生児童委員協議

会長、県社会福祉会長、県精神保健福祉会長、中央児童相談所相談支援課長、こころの発達総合支

援センター所長、公立小中学校長会長・教頭会長、総合教育センター相談支援部長、県警少年課対

策官、適応指導教室主幹、県児童家庭課児童対策企画監、ＰＴＡ協議会長・スクールソーシャルワ

ーカー・県教委事務局・事務所担当指導主事）を年２回開催している。 

・担当者会議（参加者：県教委事務局・事務所担当指導主事・スクールソーシャルワーカー）を年３

回開催している。 

（２）研修内容 

・教育事務所ごと計画的な巡回訪問を実施している。 

・担当者会議において、事例検討を行うことなどで、お互いの情報共有と、支援の方向性の確認 

 ・経験年数の長いスクールソーシャルワーカーを講師とした研修・グループ協議 

（３）特に効果のあった研修内容 

・経験年数の長いスクールソーシャルワーカーを講師とした研修・グループ協議 

研修内容「スクールソーシャルワーカーとしての対応」 

課題研究協議（グループ協議）「保護者対応とスクールソーシャルワーク」  

（４）課題 

・様々なケースに対応していくためにも、スーパービジョン体制については、必要性が高い。また、

専門性向上のための研修会も必要となっているが、予算の都合上実施できない状態である。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

・児童（発達障害），両親との３人家族，いじめられることが多いが，その都度学校は対応。解決

をしてきたが，母親から本児に対する学校の対応への不満と不信感からＳＳＷに要請があった。 

◇状況の把握 

・介入前は，母親のみ福祉課，医療関係などが対応 

◇支援の方法 

・ＳＳＷが両親との信頼関係を構築後，ＳＳＷが学校とのケース会議を父親も入れながら行った。 

・本児と担任（本児から不信感をもたれている）のセッションもＳＳＷが行い，その様子を学校と，

両親に公開。共通理解をしていった。 

◇結果 

・親の不信感は軽減，引き続き親支援を含めた学校と関係機関の連携を調整，本児への教育支援を

行う。 

（２）その他の活用事例 ＜①不登校＞  

・中３男児（発達障害）の母親対応のケース。母子家庭で母親とともに知人宅で居候状態。住居定

まらず生活状況が不安定なため，中３男児の不登校に対する支援が始まる。 

◇状況の把握 

・ケース会議（校長，教頭，学年主任，担任，養教，ＳＣ，市教委，市福祉課支援担当，生活保護

担当，福祉施設職員）を２ヶ月ごと開催。 

・ＳＣと連携。ＳＣの家庭訪問による母親や本児との面談。面談内容をケース会議で報告。ケース

会議により，共通理解。 

 ◇支援の方法 

・ＳＣによるカウンセリングから本人の今まで抱えていた課題を整理するきっかけとなった。 

・ＳＳＷは，ＳＣのカウンセリングを糸口に，関係者との定期的なケース会議を行なうことによっ

て登校状況にも変化が見られてきた。 

 ◇結果 

・継続的なカウンセリングと組織的な支援により，本児と母親の変化を温かく見守りながら支援す

ることができた。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

 ・Ｈ２３（１１人配置）：支援の状況３０９件中（２８．１件／人）、解決７２件、好転１０５件 

・Ｈ２４（１０人配置）：支援の状況２８４件中（２８．４件／人）、解決２８件、好転９５件 

【好転した割合 Ｈ２３：１７７件(５７．３％) → Ｈ２４：１２３件(４３．３％)】 

・児童生徒、保護者、学校に対して必要な社会資源を紹介し、繋ぐことができた。 

 ・複数配置のため常に情報交換・連携が図られ改善したケースが多くみられるようになってきた。 

・長いケース対応を通して当該校や対象児童生徒、保護者の笑顔や自信につなげることができた。 

 ・周知活動や具体的な支援方法の提示により、学校にとって気軽な相談機関としての認識が高まった 

（２）今後の課題 

・対応が一層複雑で難しいケースが増えてきているため、専門性向上のための研修会が必要である。 

・問題を抱える家庭や児童生徒のうち、相談や支援を希望しない保護者への対応が難しい。 

・周知が進み、活用が増えてきたが、時間が不足している。予算措置の必要性を感じる。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

長野県教育委員会 

（１） スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

不登校やさまざまな課題を抱えている児童生徒に対し、その児童生徒の背景にある家庭や社会的要因をふまえ、

社会福祉等の関係機関との調整を行いながら、学校や不登校専門相談員とともに児童生徒を取り巻く環境の改善を

図る。 

（２）配置計画上の工夫 

・県教育事務所にＳＳＷを配置し、市町村と連携して課題解決にあたる。 

・本県の広域性を考慮し、南信地区にＳＳＷを１名増員した。（Ｈ２２～） 

・相談内容により、それぞれのＳＳＷがもつ専門性から対応を検討し、相互に乗り入れ、または連携支援ができる

ようにする。 

・各教育事務所の生徒指導専門指導員や不登校専門相談員とＳＳＷで支援チームを組織し連携して、小中高の児童

生徒や保護者等に専門的助言や訪問相談を行う。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・２４年度は東信、南信、飯田、中信、北信の５教育事務所に各１名配置。（計５名） 

・１名につき年間５７０時間を上限とし、１日の活動は６時間を基本。 

・社会福祉士（５名）精神保健福祉士（３名） 

・移動は公用車利用を基本とする。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・不登校児童生徒地域支援チーム整備事業を県単独事業として、生徒指導専門指導員や不登校専門相談員等とＳＳ

Ｗが連携して支援を充実していけるよう組織し、市町村教委や学校への指導助言をおこないながら、地域におけ

る相互連携体制の構築を目指していく。 

・市町村、関係機関等の事例発表者や助言者として、要保護児童対策地域協議会や研修会等に参加することを通し

て、学校と福祉関係機関との連携を促進し、地域における支援体制の整備を図る。 

・ＳＳＷの役割と事例を掲載したリーフレットを作成し、平成２２年３月に県内全市町村教育委員会、小・中高等

学校や関係機関に配布した。 

・年度当初、小中高等学校担当者、ＳＣに対して、教育相談関係者連絡会議を開催し、各教育事務所の不登校児童

生徒地域支援チームやＳＳＷの業務を周知している。 

（１）研修対象 

・県下５教育事務所配置ＳＳＷ（市町村配置ＳＳＷも参加） 

（２）研修回数（頻度） 

・県教委主催の全県研修会への参加・・・年２回（６月、１１月） 

・ＳＳＷ現任者情報交換会・・・年間５回   ・ＳＳＷ全国研修会への参加 

（３）研修内容 

・全県研修会 

６月「不登校課題の解消に向けて～家庭支援・保護者対応～」峯本耕治氏（大阪弁護士会） 

１１月「学校教育の今日的課題と今後の対応～いじめ問題と不登校課題～」森田洋司氏（大阪市立大学名誉教授） 

・現任者情報交換会  医療、福祉、教育等ＳＳＷに必要な専門的技術の習得と事例検討会によるスキルアップ 

（４）特に効果のあった研修内容 

・喫緊の課題解決のため、SSW自らが企画運営する現任者情報交換会 

（５）課題 

・支援対象者の増加のため、研修時間の確保が課題である。 



- 31 - 

 

【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

【いじめの背景に発達障害が存在した事例】 

・高１女子。家族構成は母、本人、弟（中２）。小学校低学年次、発達障害の診断。 

・小中学校では対人トラブルが多く男子にいじめられることもあったが、地域の中で理解、支援がなされていた。 

・母子関係の密着がみられ、本人の問題を母が解決していた。 

・高校入学後、ラインによるトラブルから教室に入れず欠席がちとなる。トラブル発生時は養護教諭に訴えた。 

・母親は「いじめ」と訴え、学校と頻繁に話し合いを持つが、担任への批判が強く、担任も疲弊気味であった。 

・学校からＳＳＷに相談が入ったため、関係者からの情報を得て、母子を入れての支援会議を開催し、全員の合意

のもとに、医療～学校～家庭～障害者福祉が連携していくことを確認した。 

・中断していた受診を再開し発達検査を受け、学校で配慮すべき点を医療機関と共有した。担任は、他の生徒に働

きかけ、トラブルが起きた時の対処法等も確認した。 

・障害者相談支援センターに繋げ、母の相談先と、本人の学習支援や卒業後も視野に入れた支援先を確保した。 

・友人関係も広がり安定した登校になってきたが、体制が定着するまでは本人と母を入れた支援会議を継続した。 

（２）その他の活用事例  ②暴力行為 ⑥家庭環境の問題 

・高２男子１８歳（原級留置）。学習意欲は低く、欠席が多い。家族構成は、父、母、弟（高２、中３、小５） 

・両親は、子育てのしづらさから本人に対して暴力をふるったことがあるようだ。 

・部室で喫煙しそれが発覚した。指導中に喫煙を報告した生徒に暴力をふるい怪我を負わせてしまう。 

・本人、保護者、学校間で話し合いが持たれたが、親子ともに残留の意志は薄く、退学を決意することになった。 

・母親は感情的になり、本人に対し自活を迫っていた。母親は学校と距離を置いている状況であった。 

・学校としては、在籍中に今後の方向を示してやりたいことと、両親と本人の関係改善の可能性を期待し、ＳＳＷ

に介入依頼があった。 

・学校と打ち合わせ後、父親、本人と面談し、双方に今後の連携機関を紹介する。 

・ヤングハローワーク、ジョブカフェに本人とＳＳＷが相談に行き、求職登録を行い、働くことについてのアドバ

イスを受ける。相談回数を重ねる中で、担当者とも関係が築かれ、面接トレーニング、履歴書の書き方等の指導

も受ける。 

・本人は、アルバイト探しに意欲的になり、自分で求人募集の申し込みをするなどの動きを見せた。 

・若年者就業支援事業に移行し、ＳＳＷの支援を終結とした。  

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

 ・平成２４年度、４０６回の学校訪問、２２２回の家庭訪問、３２４名〈小９３、中１７１、高５９、特支１〉の

児童生徒の支援に関わる。 

・不登校１４１件中、３３件が解決、２９件が好転。家庭環境の問題１６２件中、２８件が解決、３７件が好転。

発達障害６３件中８件が解決、２４件が好転。 

・連携した機関［児童福祉機関と連携１２４件／保健医療機関と連携１９３件／その他専門機関と連携１９１件］ 

（２）今後の課題 

・ＳＳＷとＳＣ、子どもと親の相談員、市町村ケースワーカーとの連携について調査研究を進め、総合的な地域相

談支援体制の充実を図る必要がある。（２５年度～２７年度の３年間、東信、中信、北信教育事務所に各１名を

増員し、地域の相談支援体制の強化を図る。） 

・ＳＳＷの人材養成、人材確保、効果的な配置場所（スーパービジョン体制を含む）、人数及び活用のあり方につ

いて、研究を進める必要がある。ＳＳＷの有資格者（社会福祉士・精神保健福祉士）は限られているため、関係

団体との連携を深めながら進めていくことが課題である。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

【３】スクールソーシャルワーカーの 

静岡県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

ア 学校を拠点とし、関係機関が連携して子どもが抱える問題に社会福祉の視点で関わり、子ど

もを取り巻く環境へアプローチを行うことで、問題の解決を図る。 

  イ 学校や教職員が持っている力を活かし、包括的アセスメントによる学校支援を行うことで、

子どもの背景を見てチームで対応できるように支援する。 

  ウ 不登校、虐待、暴力行為等の子どもが抱える問題を支援する学校体制づくりを援助する。  

（２）配置計画上の工夫 

県内各市町への普及を図るように２年ごとに配置市町を替えている。平成２４年度は、５市１

町にスクールソーシャルワーカーを配置した。学校の実態や抱える問題に応じた適切な支援を行

うため、拠点校型、派遣型、巡回型等、配置を工夫した。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

ア 配置人数 １０人 

イ 資格 社会福祉士、精神保健福祉士、その他社会福祉に関する資格、教員免許状 等 

ウ 勤務形態 １日６時間以内、週２９時間以内、年３５週程度の勤務とする。 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

 ビジョンの主な内容については、配置のねらい、スクールソーシャルワーカーの特性・業務内

容、期待される効果・留意点、校内の生徒指導体制の組織化、市町教育委員会の支援等について

記載している。配置市町教育委員会及び学校に送付し、周知している。 

（１）研修対象 

   スクールソーシャルワーカー、配置市町教育委員会担当指導主事  

（２）研修回数（頻度） 

   年６回 

（３）研修内容 

ア 講義 「スクールソーシャルワークとは」、「スクールソーシャルワークにおける学校、

家庭、地域、関係機関との連携」、「児童虐待について－被虐待体験と問題行動－」 

イ 演習 「学校におけるアセスメントとプランニング」、「包括的アセスメント」 

ウ 協議 「各市町教育委員会における活用ビジョンについて」等 

エ スーパーバイザーによるスーパーバイズ  

（４）特に効果のあった研修内容 

スクールソーシャルワーカーと配置市町教育委員会担当指導主事に加え、各校生徒指導主事等

を交え講義や演習を行った。特に演習の事例検討では、スクールソーシャルワーカーが各校生徒

指導主事をリードするファシリテータ役を務め、ケース会議における力量を高めることができた。 

（５）課題 

研修内容について一層よりよいものとなるよう、県の方針、スーパーバイザーの助言、各市町

教育委員会や各スクールソーシャルワーカーの要望等を踏まえ検討を行う。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

被害生徒は、複数の生徒から嫌がらせ等を受けていた。発覚後、被害・加害生徒の双方から事情を

確認し、保護者に連絡し事情説明するとともに、加害生徒・保護者が謝罪した。被害生徒は、幼い頃、

母親からの虐待を受け、父親が引き取った過去を持っていた。家庭と連携した継続的な見守りが必要

であると判断されたため、スクールソーシャルワーカーにも協力を要請し、被害者家族（父親、同校

区内に居住する祖父母）と面談し、今後の対応について検討を行った。また、被害生徒とスクールカ

ウンセラーとの面談を実施し、心のケアを図った。継続的なケース会議や見守りにより、嫌がらせ等

のいじめが解消された。 

（２）その他の活用事例 

【事例１】 ①不登校 

家庭内の急激な変化と母親の精神疾患が影響し、不登校になった児童への対応について相談があっ

た。スクールソーシャルワーカーは、児童に関わる教職員から情報収集を行い、ケース会議を開催し

た。ケース会議では、母親を医療や相談機関につなげていくことが共通理解された。スクールソーシ

ャルワーカー、教職員が母親に面談し、関係機関等を紹介した。その後、母親が通院する病院のケー

スワーカー等、外部の関係者も含めたケース会議を開催し、連携したプランニングを構築し、継続し

た対応ができた。 

【事例２】 ⑥家庭環境の問題 

児童の母親が顔を腫らして来校した際に、担任がそのことを尋ねると夫からの暴力が発覚した。担

任がスクールソーシャルワーカーとの面談を勧めた。面談したスクールソーシャルワーカーは、ＤＶ

は児童への心理的虐待にもあたり、学校体制として共通認識を持ち対応していくことを提案した。ケ

ース会議では、兄が在籍する中学校の教職員、関係機関も参加した。各機関での役割を明確にして対

応することで児童生徒の安定につながった。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

ア 平成２４年度は１，３５７人の児童生徒が支援の対象となった。スクールソーシャルワーカー

が関わることで不登校や家庭の問題等を抱えた児童生徒や保護者に対し効果的な対応ができた。 

イ 平成２４年度は、３２０回のケース会議が実施された。ケース会議にスクールソーシャルワー

カーが参加することで、包括的にアセスメントすることができ、解決に向けた取組が多角的にな

った。また、対象児童生徒への配慮事項を多くの教員が共有し役割分担が明確になった。 

ウ スクールソーシャルワーカーの働き掛けにより、他機関との連携が取りやすくなった。 

エ スクールソーシャルワーカーから見立て等を学ぶことで、教職員の資質が向上した。 

（２）今後の課題 

ア 人材の育成や確保、研修会などによるスクールソーシャルワーカーのスキルアップをいかに図

っていくかは大きな課題である。現状や実態を把握し、研修会の充実に努めたい。 

イ 拠点校型は成果を上げているが、派遣型では、単発の対応のため、なかなかスクールソーシャ

ルワーカーの成果が学校全体に浸透しにくい。配置市町教育委員会において、各市町の課題を掘

り起こし、明快な活用ビジョンに基づく学校への支援の工夫が求められる。 

ウ 県の事業仕分けにより２年ごとに配置市町を替えている。課題として、３年目の市町単独配置

に向け２年間で成果を出さなければならない。配置市町教育委員会への情報提供等の支援に努め

たい。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

三重県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

小中高等学校において福祉的なアプローチの必要な事案や深刻かつ複雑な生徒指導上の事案等

に対して、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働きかけ

たり、関係機関とのネットワークを活用したりして、問題を抱える児童生徒に支援を行う。 

（２）配置計画上の工夫 

平成２４年度スクールソーシャルワーカー活用事業実施要項等に基づき、県教育委員会事務局に

４名を配置し、要請のある学校や県教育委員会が必要と判断した学校に派遣する。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

・ 県教育委員会事務局に４名配置 

・ 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等 

 ・ 7時間×126日 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

・ 指針の内容は、①スクールソーシャルワーカーの支援目的、②支援内容、③支援までの手続き、

④三重県教育委員会におけるスクールソーシャルワーカーを含めた支援組織について。 

・ 周知方法は、県教育委員会のホームページに掲載予定。 

（１）研修対象 

 ・ スクールソーシャルワーカー 4名 

（２）研修回数（頻度） 

 ・ 年間４回のスーパーバイズ 

 ・ 年間 17回の事務局職員による研修会 

 ・ 各種研修会への参加 

（３）研修内容 

・ スクールソーシャルワーカーの業務に関連する研修会、研究大会への参加。 

・ スクールソーシャルワーカーや生徒指導特別指導員が関わった事例研究。 

・ 事務局職員による人権研修や生徒指導、若者就業サポートセンターによる不登校・中途退学・

ニート等についての研修 

・ ＳＳＷの効果的な活用等について、大学教授による年間 4回のスーパービジョンの実施。 

（４）特に効果のあった研修内容 

 ・ 大学教授によるスーパーバイズ 

事例を基にした研修 

（５）課題 

 ・ 三重県内にスクールソーシャルワークの専門家がいないために、県外の専門家である大学教

授を招聘せざるを得ない。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

【状況及び対応と経過】 

・小５女子Ａが主になり女子Ｂと、同クラス及び低学年の児童に対して暴言が頻発し、被害児童や他保護

者からの苦情があった。教師からの注意・指導に対して反省する姿がみられない。また父親は「やられ

たらやり返せ！」という教えであった。ＳＳＷの支援要請内容としては、ＡおよびＢへの担任の関わり

方、他の教職員の関わり方、保護者への対応方法が挙げられた。 

・ＳＳＷによる聞き取り、授業観察、担任コンサルテーションから、担任には、クラス全体をまとめる力

があること、また児童の家庭背景や保護者の傾向なども把握しているにもかかわらず、問題行動が継続

していることから、ケース会議で児童の家庭背景など検討することになった。 

・ケース会議では、管理職と５年担任（２人）、６年担任（３人）、市教委指導主事、ＳＳＷと共に、Ａ

のエコマップを作成していく中、父親側の情報が少ないこと、保護者の子どもへの思いが不明確である

ことが確認され、児童の学校での不適切な行為への保護者の関わりを促すため、担任から保護者への働

き掛けが必要であると確認。また「関わりにくい児童」へのアプローチを、クラスづくりや授業の中で

工夫していく必要性が、市の生徒指導主事から確認された。他クラスの状況や働きかけ方などが共有さ

れた。 

【結果】 

・ケース会議で児童の背景の理解や支援の手立てを確認することで、担任はクラス内児童の関係性と各々

の様子を以前より把握するようになり、また隣クラスの担任のアプローチを参考にするようになったこ

とから、担任自身の主体的な動きへの変化が出始めた。ＡやＢのクラス内での関係性の難しさはあるも

のの、暴言は止まっていった。 

（２）その他の活用事例 ①不登校 

【状況及び対応と経過】 

・中３男子Ｃ男が授業中に骨折して休みがちであったが、完治した後学校に来なくなり不登校状態になっ

た。そのことで保護者が当初の学校の対応やその後の対応について不満や不信感をもち、その対応に苦

慮していることから、スクールソーシャルワーカーの派遣要請がなされた。 

・学校と保護者の関係が膠着し、このままでは関係改善が難しいと思われるため、ＳＳＷが母親との面接

を通し、学校と保護者のつなぎ直しを行った。 

・ＳＳＷとの面接では母親の不安は大きいが、「このままではいけない、学校に連れて行きたい」との思

いが語られた。また、学校への不満だけではなく生活全体のしんどさも吐露された。 

・母親の不安感や生活のしんどさを解消するため、学校以外で母親が相談できる機関を検討した。 

・管理職や担任に対し、母親の思いや状態について説明し、今後の対応について検討した。 

・父親にＣ男の通学や家庭での母親へのフォローをお願いし、了解を得られる。 

【結果】 

・Ｃ男は楽しく登校できている。また、家での表情が見違えている。今の状況をできるだけ継続し、母親

に安心感を与えていく。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・福祉的なアプローチが必要な児童生徒、家庭等への支援を積極的に行うことにより、児童生徒の学習環

境が整備されるとともに、学校内外のネットワークづくりが進んだ。また、これらの過程の中で、教員

個人が安心感や自信を持つとともに、教職員集団の連帯感が高まるなど心理的な効果が高まった。 

・平成２４年度のスクールソーシャルワーカーの訪問学校数は、前年度の１．６倍（２３年度３８校→２

４年度６２校）になり、ますます福祉等関係機関とのネットワークのニーズが高まっている 

（２）今後の課題 

・社会福祉士や臨床心理士等、専門的な知識や経験を有する人材の確保 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

滋賀県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

  児童を取り巻く環境の調整・改善を図ることにより、個々の問題解決を目指し、スクールソーシャル

ワーカーの持つ福祉的な支援方法を学校に取り入れることで、教員のアセスメント力と環境調整能力を

高め、指導・支援の充実を図る。 

（２）配置計画上の工夫 

  不登校等の課題の大きい小学校にスクールソーシャルワーカーを配置する。また、スクールソーシャ

ルワーカーおよび教職員に対し、適切な指導助言ができるスーパーバイザーを県教育委員会に配置し、

必要に応じて公立学校、市町教育委員会等に派遣する。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

○スクールソーシャルワーカー ７名（８小学校配置） 

 資格：社会福祉士、精神保健福祉士、保健士、養護教員免許、中学校教員免許、教育カウンセラー 

  勤務形態：１校あたり１回６時間、週２回、年間３０週 

 ○スーパーバイザー ５名（４２小中学校派遣） 

  資格：社会福祉士、精神保健福祉士、保健士、養護教員免許、教育カウンセラー 

  勤務形態：一校あたり年間３回、計１０時間 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

 〔内容〕 

・滋賀県が大切にする考え方（スクールソーシャルワーク的視点とは）、スクールソーシャルワーカ

ー活用事業のねらい、スクールソーシャルワーカー活用事業の特徴、本県におけるスクールソーシャ

ルワーカー活用事業の変遷 

 〔周知方法〕 

  ・４月開催の連絡協議会の場で周知 

（１）研修対象 

 ・ＳＳＷ研修会…スクールソーシャルワーカー、配置校・派遣校事業担当教員、市町教委事業担当者 

 ・ＳＶ研修会 …スクールソーシャルワーカー 

（２）研修回数（頻度） 

 ・ＳＳＷ研修会…年間３回  ・ＳＶ研修会 …年間６回 

（３）研修内容 

 ・ＳＳＷ研修会…「ＳＳＷの役割と不登校への具体的支援」「アセスメントとプランニングの重要性」

「有効なケース会議の進め方」「保護者対応と期間連携」「ケース検討」 

 ・ＳＶ研修会 …各ケースへのスーパーバイズ、ケース検討 

（４）特に効果のあった研修内容 

 ・ＳＳＷ研修会では、わかりやすい具体的な内容での講義を行ったことで担当教員への本事業のねら

いについて理解が深まった。また、グループによる演習を取り入れ、具体的な事例をもとに支援方

法等を協議し、アセスメント・プランニングの重要性やケース会議の進め方についてより理解が深

まった。 

（５）課題 

 ・それぞれのスクールソーシャルワーカーが必要とする研修会になるよう仕組んでいく必要があると

考えられる。そのために、ワーカーのニーズを調べ、どんな研修会を仕組んでいくかを計画的に進

めていく必要があると感じている。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

  

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

【活用事例】 いじめ 

自分も被害者であるかのように装いながら物を隠したり、作り話（ウソ）のデマを流したりと、巧妙か

つ陰湿なイジメを繰り返す女児に対し、教師達は、本人にいかに自分の行った行為を認めさせるかについ

て検討していた。しかし対応の難しさを感じていたため、ＳＳＷは解決に向けたケース会議を提案した。

対象の児童は転校生だったが、各方面から情報を集め、家庭環境や生育歴、幼稚園における帰りのお迎え

の様子など様々な情報が得られた。新たな情報が入る都度、教師たちは児童に対する認識が変化していっ

た。アセスメントが深まるに連れて指導の方針も変わり、まずは本児の行動の背景に何があるかを理解し

ようという姿勢へと変化した。謝罪等で解決に導くのではなく、児童がどのような想いを隠し持っている

かを丁寧に聴き取っていくことが最初のプランニングとなった。情報を得ることの意味と、その大切さを

改めて考えさせられた。 

（２）その他の活用事例 

【活用事例】①不登校 

６年生女子、週に１回適応指導教室に通えるのみであった。２週間に１～２回家庭訪問を重ねて本児へ

のエンパワーや家族のアセスメントを行った。母親に自閉傾向があることや、父親が定年退職し経済的な

心配があること、兄は広汎性発達障害で支援を要することなどから、要支援家庭として通告をし、要保護

児童対策地域協議会において協働支援体制を組んでいただいた。医療との連携で本児の望む特別支援学級

での入学が可能となった。３学期には本児が好きなカメラを持って外に出かけ中学校までの道のりをとも

に歩いた。撮影しながら卒業式の迎え方や中学校見学の仕方に向けての相談をし、本児の意に沿った支援

の仕方を準備することができた。撮影した写真を担任とともに学校のコンピュータ室で見たり、小学校の

校舎内を撮影したりする目的で放課後登校を始め、卒業式には学級に入って出席することができた。見学

時から中学校の先生につなぎ現在も連携を続けている。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・配置校における月７日以上欠席した児童ののべ人数の在籍率が、  

前年度より０．２１％減少した。また、月全日欠席した児童の  月７日以上欠席者 Ｈ２３ Ｈ２４  

のべ人数の在籍率も前年度より０．３６％減少した。      ＳＳＷ配置小学校 4.20   3.99 

・平成２４年度の配置校において、関係機関と２０５件連携し、  月全日欠席者   Ｈ２３ Ｈ２４ 

前年度に比べ６件増加した。また、校内教職員と１３６１人連  ＳＳＷ配置小学校 0.91   0.55 

携し、前年度に比べ１７７人増加した。（共にのべ人数）     

・配置校、派遣校における支援の対象となった児童生徒数は、前年度は３８６人であったのが、２４年度は

４６０人に増加した。 

（２）今後の課題 

・不登校児童生徒の状況が改善し上記の成果は見られるものの、各校の事業担当者に行ったアンケートより、

配置校・派遣校ともに「学校全体への広がり」の項目の評価が低いという結果であった。学校全体へ広が

りのある事業展開をしていくために、さらに工夫した取組が必要である。 

・スクールソーシャルワーカーの更なる資質向上、人材育成が必要とされる。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

京都府教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

児童生徒に基本的な生活習慣を確立し、学習習慣の定着を図る取組を支援する。 

（２）配置計画上の工夫 

不登校や学習指導上の課題など児童生徒の実態を把握・分析し配置校を決める。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

《小学校》２２人 教職経験者等、学校や地域の状況を理解し、児童・保護者・教職員への指導・助言

ができる者  非常勤講師 週 27時間（年間） 

《中学校》１８人 社会福祉士、精神保健福祉士等の社会福祉に関する専門的な知識を有する者  非常

勤講師 週２回 １回６時間（年間 35 回） 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

配置の趣旨、期間、職と職務、スーパーバイザーについて、守秘義務と活動状況報告書等を定め、配

置校とスクールソーシャルワーカーに文書や口頭で周知する。 

（１）研修対象 

・スクールソーシャルワーカー、市町教育委員会担当者、校内コーディネーター  

（２）研修回数（頻度） 

 ・年３回（５月、１０月、３月）の全体連絡協議会 

 ・年２回の地域別連絡協議会（一部地域） 

 ・スーパーバイザー巡回相談（年間約４０回） 

（３）研修内容 

 ・効果的な活動が展開されるように交流協議を行ったり、事例研や講演を行ったりしてスクールソー

シャルワーカーの資質向上に努めている。 

 ・市町教育委員会担当者や校内コーディネーターを含めた研修会も実施している。 

 ・スーパーバイザーを配置し、配置校巡回相談で、ケースへの対応を行ったり研修会で活動や連携の

在り方等についての講演を行ったりしている。（個々のケースについては、メールや電話を活用し

て、きめの細かい指導や助言が受けられるような体制をとっている。） 

（４）特に効果のあった研修内容 

 ・各スクールソーシャルワーカーより提出された支援事例集を中心とした事例研 

・スーパーバイザーによる、ソーシャルスキル的視点とチーム支援体制についての講演 

（５）課題 

 ・スクールソーシャルワーカーの資質向上とコーディネーター機能の向上に向けて、効果的な活用法

等の研修会開催の必要性 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例（まなび・生活アドバイザー） 

○普段はおっとりしており、行動のリズムが他児のペースと合わないことや独特の言葉遣い等により、

何かと嫌われたりからかいの対象にされたりする。 

○担任、少人数指導加配等が、学級指導に入り、周りの児童達の本児への関わり方について深く考える

取組を行う。その中で自分達の関わりがいかに本児の心を傷つけるものであったか、それが「いじめ」

という行為につながるものであることを深く考えさせることができた。 

○担任は授業中に本児の様子に注意し、自分の世界にこもることのないように声をかける。 

○加配教員はトラブルが起こりそうな時間帯に特に留意しトラブル回避に努める。 

○まなび・生活アドバイザーは本児のパニックや飛び出し等への対応、相談室でのクールダウンを行う。 

○女性への接触行為が母親への愛着行動の可能性があることから、担任、少人数指導加配、まなび・生

活アドバイザー等が母親との信頼関係をさらに濃密に結べた時点で医療機関へつなぐという中期目標

をもつ。 

○学級の児童たちが多くの場面で本児と普通の接し方ができるようになり、本児が登校を嫌がることが  

ほぼなくなってきた。母親が心理的に安定でき、温かく我が子に接することができるように、まなび・

生活アドバイザーが相談相手となり一層の信頼関係を築く。 

（２）その他の活用事例 

○本児（中３）、兄、母親の母子家庭。母親は夜勤含むシフト制での福祉施設勤務。 

○本児は発達障害を抱え、服薬を始めた頃から登校しぶりが強くなり、母親からの不適切な養育が顕

在化。 

○母親は思考パターンが極端であり、こだわりあり（学校をさぼるとご飯抜き） 

○学校は本児と母親に対し、信頼関係を築きながら登校支援をすすめる。登校した時は、多くの教員や

まなび・生活アドバイザー、心の居場所サポーター等が話を聞いた上で、できるだけ教室に戻るよう

促す。 

○学校は母親に対して、本児の将来に対する不安に寄り添う支援を続け、学校が医療機関と連携するこ

とに、母親から同意を得る。 

○市子育て支援課に毎月定期的に報告を行う。 

○母親のしんどさに寄り添いながら、本児の高校進学、自己肯定感を支えられるよう校内支援体制を築

いている。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・スクールソーシャルワーカー一人当たり約１８０人の校内教職員と連携し、ケース会議を年間平均約

３５回程度開催するなど、校内職員をはじめ教育関係機関との連携が進み、専門性を生かした支援が

行われた。特に管理職やＳＣとの連携が増加するなど課題解決が難しいケースについて取組が進めら

れ、全体の４０％弱のケースが解決ないし好転した。 

（２）今後の課題 

・スーパーバイズを生かしたスクールソーシャルワーカーの資質向上と、スクールソーシャルワーカー

を効果的に活用するための校内のコーディネーター機能や協働体制の充実を図る中、ケース会議を充

実させ、課題解決に当たる必要がある。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

  

大阪府教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

○いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識

に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて

支援を行うために、政令指定都市、中核市を除く府内の各市町村にスクールソーシャルワーカーを配

置する。 

（２）配置計画上の工夫 

 ○各市町村教育委員会の昨年度までの活用状況や活用計画等に基づいて計画的に派遣する。 

  ※配置型…あらかじめ指定した学校に配置  派遣型…生起した事象に応じて随時市町村教育委員

会から学校に派遣  巡回型… 配置された域内の学校を定期的に巡回  拠点校型…特定の学校

を拠点に、必要に応じて他の複数の学校を担当 

 ○ＳＳＷの資質の維持向上のため、毎年度公募審査を行う。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

 ○配置人数 ２８人 

○資格 

  ・社会福祉に関して専門的な知識、経験を有する者(社会福祉士及びそれに準ずると認められる者)

で、過去に小学校、中学校において相談、援助活動をした経験がある者 

・地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条の各号のいずれにも該当しない者 

・スクールソーシャルワーカーとして職務を遂行するために必要な熱意、見識を有する者 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

○これまでの活用事例の実践をまとめた「スクールソーシャルワーカー活用ガイド」を府内全公立小中

学校、市町村教育委員会に配付し市町村におけるＳＳＷの活用促進を図っている。 

 ○年度当初より、事業関係者（市町村教委・全ＳＳＷ）に各所管小中学校の状況等を踏まえた計画的な

活用を求めるとともに、進捗状況を月ごとに把握している。 

（１）研修対象 

 ○スクールソーシャルワーカー 

 ○チーフスクールソーシャルワーカー 

 ○市町村教育委員会担当指導主事 

（２）研修回数（頻度）１１回 

（３）研修内容 

 ○講義（不登校・虐待・問題行動・発達障がい等） 

 ○実践報告 

 ○グループワーク 

（４）特に効果のあった研修内容 

  各市町村教育委員会のスクールソーシャルワーカー担当者とスクールソーシャルワーカーを対象

とした研修会で、スクールソーシャルワーカーと担当者が協力して実践報告を行うに際して、活動

について丁寧な振り返りを行うことができ、その後の活動がより効果的になるとともに、他の市町

村のスクールソーシャルワーカー活用状況を理解することで、各市町村のその後の活用に生かされ

た。 

（５）課題 

  スクールソーシャルワーカーの経験年数等によりスキルに差ができてきており、全てのスクール

ソーシャルワーカーのニーズに合う研修内容や必要性を踏まえた研修を工夫していく必要がある。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

女子児童Ａと同じ学級の女子児童Ｂは、５年生の３学期頃から「お腹が痛い」等と休むことがあった。

６年生になり休む回数が増え、登校もしぶるようになる。担任が聴き取りを行ったところ、いつも同じ

グループにいるＡから無視をされていることがわかった。２人で遊ぶ時に、プリクラやお菓子の代金な

どをＢが支払うことが何度もあったという。  

担任は、家庭訪問をしてＢからも直接話を聞いた上で、Ａに事実を確認した。ＡはＢへの行為を認め

たが、今回のことをＡの保護者に伝えられることを極端に恐れた。Ａに事情を聴くと、「こんなことが

母親に伝わると、何をされるかわからない」と、母親から暴力を受けていることを告白した。 

学校は、被害のＢへの対応を進めながら、同時に、Ａ及びＡの保護者への対応や支援を行う必要があ

ると判断し、教育委員会に経過報告を行うとともに、Ａ及びＡの保護者への対応についてスクールソー

シャルワーカーを活用した。  

（２）その他の活用事例 

○不登校 

  ６年生の女子児童Ｃは、５年生時の友だちとのトラブルを理由に、祖母が一度も登校をさせていない

状況である。６年生時の４月の家庭訪問ではＣと話はできたが、それ以降は全く連絡が取れないままに

なっていた。支援学級担任を中心に家庭訪問を継続的に行い、ポスティングをしているが連絡がつかな

いままであった。児童と会えない場合は、学校だけでの対応では教職員が無力感に陥り、限界があった。 

  このような状況の中、スクールソーシャルワーカーはケース会議において、本児・保護者・祖母のア

セスメント、プランニング及びそれに基づいた取組について評価を行うなど、次の活動につなげていっ

た。その結果、学校から児童相談所へ事前に情報を提供しておくなど、関係機関と共に対応を図ること

ができ、登校状況の改善が図られた。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

不登校、児童虐待等に対応するため、学校と福祉機関等をつなぐスクールソーシャルワーカーを市

町村に計画的に派遣し、対応ケース数も４１７件（Ｈ１７）から１，０９４件（Ｈ２４）と増加し、

より多くの児童生徒のケースに対応ができるようになった。また、スクールソーシャルワーカー活用

のニーズが高まることにより、市町村でスクールソーシャルワーカー事業を行う動きが増加し、本府

の活用事業をモデルとして、平成２４年度は政令市を除く２３市町村（５６％）が取組みを進めてい

る。 

（２）今後の課題 

多様化・複雑化する問題行動やいじめ・児童虐待等への対応については、スクールソーシャルワー

カーを効果的に活用する必要がある。そして、さまざまな課題に対応できるようにスクールソーシャ

ルワーカーの人材確保、資質向上が今後の大きな課題である。現在、スーパーバイザー機能を充実す

るために、弁護士、臨床心理士、社会福祉士の資格を有する者に加え小中学校の管理職経験者をスー

パーバイザーに加えて、全体の資質向上に取り組んでいるところである。 
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【１】スクールソーシャルワーカーの推進体制について（平成２４年度） 

 

【２】スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について 

 

兵庫県教育委員会 

（１）スクールソーシャルワーカー配置の主な目的 

 ・児童虐待への対応  

 ・学校と地域・家庭や関係機関との連携強化 

（２）配置計画上の工夫 

 学校からの要請により派遣する「学校支援チーム」の一員として、学校OB・警察OBとともに県内６か

所にある教育事務所に配置している。 

（３）配置人数・資格・勤務形態 

  ①配置人数 ６名 

②資  格 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者のうち、教育に関係した経験の実績を

有する者 

③勤務形態 週２９時間勤務 

（４）「活動方針等に関する指針」（ビジョン）策定とその周知方法について 

    活動方針等に関する指針となる「SSWの効果的な活用のために」を策定。県内の教育事務所・教育

振興室、市町組合教育委員会及び学校に送付し、SSWの効果的な活用を図っている。 

（１）研修対象（全県研修） 

   第１回（学校支援チーム連絡協議会） 

対象：学校支援チーム（教員ＯＢ、警察ＯＢ、ＳＳＷ）、各教育事務所担当指導主事等 

   第２回（スクールソーシャルワーカー連絡協議会） 

対象：ＳＳＷ、各教育事務所担当指導主事等 

（２）研修回数（頻度） 

   全県研修（年２回）、地区別学校支援チーム連絡会議（年２回）、教育事務所や派遣先の学校にお

けるケース会議等（随時） 

（３）研修内容（全県研修） 

   第１回：①学校支援チームによる事例報告及び協議 

       ②講話「子どもたちのために今できること～いじめ問題への支援をとおして～」 

        講師：森田洋司（大阪市立大学名誉教授、大阪樟蔭女子大学前学長） 

   第２回：ＳＳＷによる事例報告及び協議 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ・第１回全県研修の森田先生による講演は、いじめのメカニズムや海外におけるいじめの状況など、

いじめ問題を様々な視点からとらえたものであり、今後の学校支援等に役立つ内容であった。 

  ・第２回全県研修では、一人１事例を持ち寄り、具体的な事例を通じて、スクールソーシャルワーカ

ーとしての関わりについて協議することができ、資質向上につながる内容であった。 

（５）課題 

    スクールソーシャルワーカーは、福祉分野の専門性を持ち合わせているが、学校への支援にあた

っては、学校のしくみや現場の先生方の考え方を十分踏まえる必要がある。今後も、スクールソー

シャルワーカー同士の情報交換や研究協議、学校で発生している生徒指導上の諸問題への対応事例

について、研修を進めていきたい。 
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【３】スクールソーシャルワーカーの活用事例 

 

【４】成果と今後の課題 

（１）いじめ問題解決のためのスクールソーシャルワーカーの活用事例 

 いじめ問題が発生し、その関係校が複数あったり、さらに学校種が異なったりする場合、学校間の連

絡調整なしに解決を図ることはできない。本県では「学校支援チーム」の一員として関係校に派遣され

たスクールソーシャルワーカーが、各学校の連絡・調整にあたるだけでなく、関係校や関係機関を集め

たケース会議を開催し、情報交換する中で、関係児童生徒や家庭に対する支援の内容や役割分担を決め、

いじめ問題解決に向けた取組を進めている。 

（２）その他の活用事例（③児童虐待） 

 小学校６年女児が虐待の疑いがあるとのことで、学校長から相談電話を受ける。スクールソーシャル

ワーカーから虐待の通告義務について説明するとともに、当該市の家庭児童相談員とともに学校訪問を

行い、子どもや保護者への対応について協議を行った。 

 ４人姉妹のうち、本児のもつ特性等、いくつかの要因により、母親は本児に育てにくさを感じていた。

また、夫婦間がストレス関係であったり、地域等との関係が希薄であったりしたことで母親が孤立し、

ストレスを抱えていた。 

夏休みに子どもの様子が長期に確認できないことから、地域（民生児童委員、主任児童委員）及び関

係機関（家庭児童相談員、姉妹の在籍校等）と小学校とのケース会議を開催した。情報収集する中で、

母親がＡ教諭に信頼を寄せていることが分かったので、Ａ教諭とスクールソーシャルワーカーが定期的

に情報交換を行い、それらを小学校と共有した。また、母親の対処能力が高められるような声かけをし

てもらうよう、スクールソーシャルワーカーからＡ教諭に依頼した。 

スクールソーシャルワーカーが、教職員や関係機関、地域と協働し、チーム支援体制構築のサポート

をしたことにより支援の効果が得られ、学校の負担感の軽減を図ることができた。また、両親の子育て

に少しずつ変化が生じ、本児との関係が改善しつつあり、現在、虐待の事実は確認されていない。今後、

支援体制の連続性を視野に入れたチーム体制の構築が必要である。 

（１）スクールソーシャルワーカー活用事業の成果 

・学校だけで解決な困難なケースについて、スクールソーシャルワーカーが関わることで、児童生徒や

学校を支援するネットワーク体制が構築され、多面的な支援が可能となった。 

・学校支援チームの一員として、学校や警察関係者と違った視点からの見立てや助言を行うことにより 

  より効果的な支援を行うことができた。 

・児童虐待が疑われる問題が増加する中で、学校現場が積極的にスクールソーシャルワーカーを活用し

問題解決を図ろうとする意識が高まった。 

   〈スクールソーシャルワーカーへの相談件数〉（Ｈ２４年度） 

面接相談件数  ８８８件 

電話相談件数  ２３３件 

児童虐待相談件数（内数）   ８３件 

（２）今後の課題 

・スクールソーシャルワーカーの認知度は年々高まりつつあるが、その活動内容については、校長や生

徒指導担当教員が、その役割を十分理解していなかったり、スクールソーシャルワーカーに問題解決

を任せてしまったりすることがあり、今後もスクールソーシャルワーカーの機能や役割について理解

を深めるための取組が必要である。 

・兵庫県全体で６名配置ということで、一人あたりのスクールソーシャルワーカーの担当地域が広域に

わたるため、継続的な活用が十分にできないところがある。 


